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は し が き 

 

 

 過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく、野辺地町過疎地域持続的発展

計画を策定する。 

 

 

 持続的発展計画の策定にあたっては、「未来につなげる幸せのまち のへじ」を目指して 

 

１．支え合い切れ目のない保健福祉 

 

 

２．工夫と連携の地域産業 

 

 

３．誰もが学べる教育  

 

 

４．住み続けたくなる生活環境  

 

 

５．活用して保全する環境  

 

 

６．メリハリある行財政  

 

 を基本目標に、地域の持続的のための施策を総合的かつ計画的に進めることとし、計画 

 

期間は令和８年度から令和１２年度までの５カ年間とする。 

 

 

令和 ８  年  ３  月 

 

                      野辺地町長 野 村 秀 雄 

 



 3 

目  次 

 

１． 基本的な事項                   ・・・・・・・・  １ 

 （１）野辺地町の概況                   ・・・・・  １ 

   ア．自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

   イ．過疎の状況 

   ウ．社会経済的発展の方向の概要 

 （２）人口及び産業の推移と動向              ・・・・・  ５ 

   ア．人口 

   イ．産業 

 （３）町行財政の状況                   ・・・・・  ８ 

   ア．行政 

   イ．財政 

   ウ．施設整備水準等 

 （４）地域の持続的発展の基本方針             ・・・・・ １５  

 （５）地域の持続的発展の基本目標             ・・・・・ １６ 

   ア．人口に関する目標 

   イ．財政力に関する目標 

 （６）計画の達成状況の評価に関する事項          ・・・・・ １７ 

 （７）計画期間                      ・・・・・ １７ 

 （８）公共施設等総合管理計画との整合           ・・・・・ １７ 

 

２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成      ・・・・・・・・ １８ 

  方針 

 （１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

３．産業の振興                    ・・・・・・・・ ２２ 

  方針 

 （１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）産業振興促進事項 

 （５）公共施設等総合管理計画等との整合 

 



 4 

４．地域における情報化                ・・・・・・・・ ３２ 

  方針 

 （１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

５．交通施設の整備、交通手段の確保          ・・・・・・・・ ３４ 

  方針 

（１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

６．生活環境の整備                  ・・・・・・・・ ４０ 

  方針 

（１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

 

７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 ・・・・・ ４８ 

  方針 

（１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

８．医療の確保                    ・・・・・・・・ ５６ 

  方針 

（１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

 

 



 5 

９．教育の振興                    ・・・・・・・・ ５８ 

  方針 

（１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

10．集落の整備                    ・・・・・・・・ ６６ 

  方針 

（１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

11．地域文化の振興等                 ・・・・・・・・ ６８ 

  方針 

（１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

12．再生可能エネルギーの利用の促進          ・・・・・・・・ ７１ 

  方針 

（１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

13．その他地域の持続的発展に関し必要な事項      ・・・・・・・・ ７２ 

  方針 

（１）現況と問題点 

 （２）その対策 

 （３）計画 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 

【参考資料】 

 事業計画（令和８年度～12年度）過疎地域持続的発展特別分 ・・・・・・ ７３



 1 

１．基本的な事項 

（１）野辺地町の概況 

ア．自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

  ① 自然的条件 

   ａ．位置と地勢 

当町は、青森県北部の下北半島と夏泊半島に挟まれた、陸奥湾に沿った湾入域

に位置しており、東南は東北町、東北は横浜町及び六ヶ所村、西は平内町と境界

を接しています。また、明治 30 年の町制施行から 120 年以上の歴史を有する町

です。 

町の総面積は、81.68ｋ㎡で、北を陸奥湾に面し、南に八甲田連峰の山麓を配

し、東には緑豊かな丘陵が続いています。全体的に西高東低で、陸奥湾からなだ

らかな平地が広がっています。河川は、野辺地川が町の中心部を縦断して北に向

かって流れ、枇杷野川、与田川、二本木川等の支流と合流して陸奥湾に注いでい

ます。 

 

   ｂ．気  象 

当町は、年間を通じて西の風が強いほか、太平洋側から吹きつける梅雨時の偏

東風（ヤマセ）が作物の育成に少なからず影響を及ぼしています。 

冷涼な気候により、夏は過ごしやすく降水量は比較的少ない反面、冬は、県内

有数の豪雪地帯であり、12月～３月まではほとんど雪の中での生活となり、交通

機関に障害を与えることもあります。 

 

気象概況１（気象庁気象観測データ：野辺地地点） 

  区分 

年 

気  温 [℃] 降水量 

[㎜／年] 

日 照 

[ｈ／年] 

平均風速 

[ｍ／ｓ] 
最多風向 

平均 最高 最低 

令和２年 10.6 33.8 -7.1 1,610.0 1,473.6 3.1 西 

令和３年 10.6 31.9 -11.3 1,320.5 1,501.9 3.1 西北西 

令和４年 10.6 33.6 -11.3 1,415.5 1,765.9 2.9 北北西 

令和５年 11.8 35.6 -8.8 1,144.0 1,793.3 2.9 北 

令和６年 11.8 34.3 -6.1 1,154.5 1,785.6 2.9 北西 

 

気象概況２（令和元年野辺地町降雪観測データ：野辺地地点）       [単位：㎝] 

降雪量 

累 計 
374 

月別最大

積 雪 値 

１月 ２月 ３月 ４月 11月 12月 

25 16 31 ０ １ 65 
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② 歴史的条件 

当町の歴史は、縄文時代まで遡ることができます。町内には、寺ノ沢遺跡（縄文

前期）、槻ノ木遺跡（縄文中期）、枇杷野遺跡（縄文後期）、陣場川原遺跡（縄文晩

期）等遺跡が分布しており、食糧資源に恵まれた豊かな自然環境のもとで、縄文人

の生活が営まれていたと推測されます。 

「野辺地」の名が記録に登場するのは建武２年（1335 年）であり、以後、江戸時

代が終わるまで南部氏の領土でした。 

立地的に古くから交通の要衝として発展してきましたが、特に延宝年間（1673 年

～1680年）から明治の初年にかけて、豪商と呼ばれた地元の野村治三郎や野坂勘左

衛門、さらには北陸の銭屋五兵衛等の千石船が往来し、野辺地の湊からは大豆や銅

が積み出されました。上方からは塩、古着、木綿、酒や紙等様々な商品がもたらさ

れ、野辺地は盛岡藩の日本海航路の玄関として大いに繁栄しました。 

明治 22 年（1889 年）４月１日の町村制施行によって野辺地村、馬門村、有戸村

が合併して「野辺地村」となり、同 30年８月 28日に町制を施行し「野辺地町」と

なり、初代町長に角鹿艮右衛門が就任しました。 

 

  ③ 社会的条件 

当町の人口は、令和２年国勢調査では、12,374人（男 5,776 人、女 6,598人）で、

昭和 55年の 18,419 人と比べると、約 33％の減少となっています。 

一世帯当たり人員数は、昭和 55 年から一貫して減少を続けており、核家族化の

傾向を示しています。また、令和２年における年齢別人口構成は、年少人口（0～

14 歳）が 8.9％、生産年齢人口（15～64 歳）が 53.0％、高齢者人口（65 歳以上）

が 38.1％となっており、年少人口割合の低下と高齢化率の上昇が進んでいます。 

 

  ④ 経済的条件 

当町の就業人口は、令和２年の国勢調査では 5,951 人（分類不能 78 人を含む）

で、総人口の 48.1％を占めています。産業別就業人口の内訳は、第１次産業が 444

人（就業人口の 7.5％）、第２次産業が 1,526 人（同 25.6％）、第３次産業が 3,903

人（同 65.5％）となっており、第３次産業を中心とした産業構造となっています。 

産業構造別の就業人数は、第１次産業は長期的に減少傾向、第２、第３次産業は

平成 12 年をピークに減少に転じており、人口減少と少子高齢化の加速化に伴う地

域経済の活力低下が懸念されています。 

 

イ．過疎の状況 

  ① 人口等の動向 

当町の人口は、昭和 55 年に 18,419 人であったものが、平成２年には 16,750 人

で 1,669人の減少、平成 17年には 15,218 人、平成 27年には 13,524人、令和２年

には 12,374 人と、人口減少が続いています。 
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  ② 現在の課題・今後の見通し 

    当町は、旧法である過疎地域自立促進特別措置法下において、過疎指定要件とさ

れる昭和 55年から平成 17年までの 25年間の人口減少率が 17.4％となり、平成 22

年４月１日に過疎地域として公示されました。 

    これまで過疎対策事業債を活用して、産業の振興、交通通信体系の整備、情報化

及び地域間交流の促進、生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、

医療の確保、教育・地域文化の振興等のほか、地域の実情に即した取組を推進し、

一定の成果を上げてきました。 

しかし、雇用の面で大きなウェイトを占める第３次産業の就業人数が平成 12 年を

ピークに一貫して減少し続けており、地域経済の活力低下が深刻化しています。人

口減少・少子高齢化の加速化は深刻な状況であり、持続可能な地域社会の形成及び

地域資源等を活用した地域活力の更なる向上に向けた取組が重要となっています。 

 

ウ．社会経済的発展の方向の概要 

  ① 産業構造の変化 

国勢調査による令和２年の就業人口は 5,951 人で、総人口の 48.1％を占めていま

す。産業区分別の内訳は第１次産業が 444 人（就業人口の 7.5％）、第２次産業が 

1,526人（同 25.6％）、第３次産業が 3,903 人（同 65.5％）となっています。 

昭和 60 年からの推移をみると、平成２年に一旦減少し、その後、増加傾向を示

しましたが、平成 12年をピークに再度減少に転じています。昭和 60年の就業人口

と比較すると約 20％の減少がみられ、第１次産業から第３次産業まで全て減少して

います。特に、第１次産業は、一貫して減少が続いています。 

 

  ② 地域の経済的な立地特性 

   ａ．全ての人を結ぶ交通幹線のネットワーク 

当町の公共交通は、鉄道、路線バス及び市町村運営有償運送等で構成されてい

ます。 

町内の鉄道の要となる駅は、第三セクターの青い森鉄道（株）の野辺地駅です。

同社が運行する青い森鉄道線のほか、東日本旅客鉄道（株）（ＪＲ東日本）が運

行するＪＲ大湊線も乗り入れています。 

     バスについては、十和田観光電鉄（株）と下北交通（株）の民営２社が野辺地

市内線等のほか、当町と十和田市、むつ市、青森市、六ヶ所村を結ぶ路線を運行

しています。また、平内町の町民バスが１日１便野辺地駅まで乗り入れています

が、町内の一部には公共交通空白地帯がある状況です。高速バスは、国際興業（株）、

弘南バス（株）の民営２社が、野辺地駅から首都圏までの運行をしています。 

道路については東京～青森間を結ぶ国道４号と、野辺地駅より南側で国道４号

から分岐し、下北方面へ向かう国道 279号があります。県道は野辺地～六ヶ所間

を連絡する主要県道野辺地六ヶ所線をはじめ７路線あり、さらに町道 382路線に
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より道路網が形成されています。 

 

ｂ．エネルギー供給地域 

当町は原子燃料サイクル施設のある六ヶ所村に隣接しており、電源立地地域と

して位置付けられています。当町では、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再

生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく再生可能エネルギー

推進協議会を組織し、農山漁村との共生による再生可能エネルギーの利活用の推

進に取り組んでいます。 

国が、2050 年（令和 32 年）までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにす

る「脱炭素社会（カーボンニュートラル）」の実現を目指している一方で、無秩

序な開発による環境破壊が起きていることも事実です。このため、将来に引き継

ぐべき自然環境等を保全しながら、持続可能な形で共存共栄していくため、青森

県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生条例に基づいて再生可能エネルギー

の導入を図っていく必要があります。 

 

   ｃ．観光地としての動向 

当町には、烏帽子岳や十符ヶ浦海水浴場、まかど温泉スキー場（クロスカント

リースキーコース）、柴崎地区健康レクリエーション施設、愛宕公園等の観光施

設・資源が所在し、季節ごとにイベントを楽しむことができます。平成 30 年に

は北前船関連の構成文化財が日本遺産に追加認定され、新たな観光コンテンツの

開発に期待が寄せられています。 

当町の観光入込客数は、平成 12年に 40.8 万人に達した後は減少傾向が続いて

います。コロナ禍によって祭りをはじめ各種イベントが中止又は縮小を余儀なく

された影響は現在もなお続いています。そのため、人出がなかなか戻らず、観光

産業は依然として厳しい状況に直面しています。 

今後は、県内外の北前船日本遺産認定自治体との広域的な事業の実施をはじめ、

交通体系の変容や多様な旅行形態に応じた新たな観光資源の開発が望まれてい

ます。 

 

  ③ 第６次野辺地町まちづくり総合計画との整合性 

当町が令和３年３月に策定した「第６次まちづくり総合計画（基本構想：令和

３～12年度）」における、「未来につなげる幸せのまち のへじ」の将来像に沿っ

て施策を推進します。基本目標として掲げている、「支え合い切れ目のない保健

福祉」、「工夫と連携の地域産業」、「誰もが学べる教育」、「住み続けたくなる生活

環境」、「活用して保全する環境」、「メリハリある行財政」の６項目と整合性を持

ちながら、施策の展開を図ります。 
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  ④ 社会経済的発展の方向 

当町の農業振興地域内には 426.0ha の農用地区域が広がっており、「野辺地葉つ

きこかぶ」を中心に、「ながいも」や「米」等を生産しています。漁業では「ホタ

テガイ」や「なまこ」を中心に、つくり育てる漁業を実践し、資源の確保と安定し

た漁獲量の維持を目指しています。 

今後は、持続可能な経営を実現するために、後継者や担い手の育成・確保に努め

るとともに、各産業の枠を超えて知恵を出し合う「農・工・商・観連携」による取

組を推進します。 

また、地域の持続的発展と地域活力の更なる向上のため、地域資源を活かした新

たな産業分野の創出、既存観光資源のブラッシュアップ、移住支援策の実施による

町外からの労働力確保、地域の特性を活かした企業誘致に取り組み、雇用の拡大を

目指します。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

 ア．人 口 

  ① 総人口の推移 

当町の国勢調査人口は、昭和 55 年には 18,419 人でしたが、平成２年は 16,750

人（0.9％減）、平成 17年は 15,218 人（17.4%減）、平成 27年は 13,524人（26.6％

減）、令和２年は 12,374人（32.8％減）と、着実に人口減少が進行しています。 

 

  ② 年齢階層別、男女別からみた人口の推移 

人口推移を年齢階層別にみると、14 歳以下の層は昭和 55 年に 4,718 人であった

ものが令和２年には 1,102 人（76.6％減）、15 歳～64 歳の層は昭和 55 年に 12,058

人であったものが、令和２年には 6,556 人（45.6％減）、65 歳以上の層は昭和 55

年に 1,643 人であったものが、令和２年では 4,713 人（286.9％増）となっており、

14 歳以下の人口減少と 65 歳以上人口の増加による少子高齢化の急速な進行が浮き

彫りとなっています。令和２年の若年層比率（15 歳～29 歳人口/総数）は 10.2％、

高齢者比率（65 歳以上人口/総数）は 38.1％で、若年層が約 10 人に１人であるの

に対し、高齢者は約４人に１人という状況にあります。 

人口推移を男女別にみると、男性は、昭和 55 年の 8,864 人をピークに減少傾向

にあり、令和２年には 5,776 人となっています。また、女性は、昭和 60年の 9,656

人をピークに一貫して減少しており、令和２年には 6,598人となっています。人口

の再生産を担う 20～39歳の女性人口については、昭和 50年の 2,848 人から一貫し

て減少を続け、令和２年では 1,095 人となっており、出生数の減少に繋がっていま

す。 

 

 

 



 6 

③ 今後の人口動向 

当町の就業人口は、平成 12 年のピーク時には 7,912 人でしたが、令和２年には

5,951人と、この 20年間で 1,961 人（24.8％）減少しています。減少の内訳を産業

別にみると、第１次産業が 182 人（29.1％減）、第２次産業が 993 人（39.4％減）、

第３次産業が 864 人（18.1％減）となっています（減少数には分類不能 78 人を含

むため、産業別減少数の合計とは一致しません。）。 

第１次産業の就業人数減少の主な要因としては、農業従事者の高齢化、後継者不

足、価格低迷等が挙げられます。第２・第３次産業については、長引く景気低迷や

交通変容による売上げの減少、人口減少・高齢化の進展による人材不足等が挙げら

れます。 

人口減少はその過程において高齢化を必然的に伴い、経済に対してマイナスの影

響を及ぼします。高齢化が進行すると、総人口の減少を上回る労働力の減少が生じ、

その結果、経済規模が縮小し、それが社会サービスの低下を招き更なる人口流出を

引き起こすという縮小スパイラルに陥るリスクがあり、人口減少による負の影響が

今後ますます懸念されます。国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」とい

う。）による推計では、当町の総人口は、令和 27 年には 7,050 人、令和 47 年には

3,848人にまで減少するとされており、早期に対策を講じていく必要があります。 

 

表１－１（１） 野辺地町の人口推移（国勢調査） 

区 分 
昭和 55 年 平成２年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

実 数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 
人 

18,419 

人 

16,750 

％ 

△0.9 

人 

15,218 

％ 

△17.4 

人 

13,524 

％ 

△26.6 

人 

12,374 

％ 

△32.8 

0 歳～14 歳 4,718 3,489 △26.0 1,916 △59.4 1,425 △69.8 1,102 △76.6 

15 歳～64 歳 12,058 10,975 △0.9 9,453 △21.6 7,513 △37.7 6,556 △45.6 

 

うち 

15 歳～ 

29 歳(a) 

3,880 2,689 △30.7 2,151 △44.6 1,410 △63.7 1,260 △67.5 

65 歳以上(b) 1,643 2,286 39.1 3,847 234.1 4,565 277.8 4,713 286.9 

(a)/総数 

若年層比率 
21.1 16.1 ― 14.1 ― 10.4 ― 10.2 ― 

(b)/総数 

高齢者比率 
8.9 13.6 ― 25.3 ― 33.8 ― 38.1 ― 

 

 

 

 

 



 7 

表１－１（２） 人口の見通し（第３期野辺地町人口ビジョン（令和８年３月）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．産 業 

  ① 事業所・従業者の推移 

当町の産業推移を事業所統計（平成 18 年で廃止、以降経済センサス-活動調査）

でみると、昭和 61年では事業所数 1,050、従業者数 6,702 人、平成３年は事業所数

999、従業者数 6,742 人、平成８年は事業所数 935、従業者数 6,577 人、平成 13 年

は事業所数 1,096、従業者数 7,160 人、平成 18 年は事業所数 977、従業者数 6,027

人、平成 26年７月の基礎調査では事業所数 760、従業者数 4,875人、令和３年活動

調査では事業所数 684、従業者数 4,860人となっています。 

  ※事業所数は事業内容等不詳を含みます。また、従業者数は男女別の不詳を含みます。 

 

  ② 産業別・就業者の推移 

当町における産業別事業所数を令和３年経済センサス-活動調査の産業分類でみ

ると、全産業事業所数 680（事業内容等不詳を除く）のうち、農林漁業が５、建設

業が 86、製造業が 26、電気・ガス・熱供給・水道業が３、情報通信業が４、運輸

業・郵便業が 11、卸売業・小売業が 163、金融業・保険業が７、不動産業・物品賃

借業が 58、学術研究専門・技術サービス業が 13、宿泊業・飲食サービス業が 98、

生活関連サービス業・娯楽業が 74、教育・学習支援業が 21、医療・福祉が 54、複

合サービス業が７、他に分類されないサービス業が 42、公務 8 となっています。 

産業別就業者の推移については、（１）野辺地町の概況 ア 自然的、歴史的、社

会的、経済的諸条件の概要 ④経済的条件に記載のとおりです。 

 

12,374 

10,973 

9,962 
8,948 

7,984 

7,050 
6,158 

5,318 
4,550 

3,848 

10,973 
9,945 

8,958 
8,057 

7,181 

6,347 
5,558 

4,831 4,161 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2020

R2

2025

R7

2030

R12

2035

R17

2040

R22

2045

R27

2050

R32

2055

R37

2060

R42

2065

R47

社人研推計

独自推計①（野辺地町人口ビジョン推計）

（人）

（年）

（備考）１．国配布ワークシートより作成。

２．端数処理の関係で社人研推計のワークシートの値は、社人研の公表値と

やや異なっている場合があるが、大まかな趨勢は同じである。

2065年時点で

313人の差



 8 

  ③ 今後の産業動向 

当町の産業別就業者の推移については、（１）野辺地町の概況 ア 自然的、歴

史的、社会的、経済的諸条件の概要 ④経済的条件に記載したとおり、第１次、第

２次、第３次産業ともに減少が続いており、雇用力の低下や地域活力の衰退が課題

となっています。今後も厳しい雇用情勢が続くことが予想されるため、時代に適合

した新たな産業や事業の創出を促進するとともに、既存の事業所や企業の技術力や

販売力を高めていくことが必要となっています。 

 

（３）町行財政の状況 

 ア．行 政 

  ① 組織及び職員数 

当町の行政機構は、町長部局 9課、議会事務局、教育委員会事務局（２課及び出

先機関）、農業委員会事務局及び選挙管理委員会事務局で構成されています。 

令和７年４月１日現在の職員数（派遣職員、再任用職員を除く）は、町長部局 93

名、教育委員会事務局 23名、議会事務局２名、農業委員会事務局１名（併任２名）、

選挙管理委員会事務局０名（併任３名）、で全職員 119 名です。 

 

  ② 広域行政による共同施設等 

広域的な行政事務及び施設の効率化を図るため、北部上北地域広域圏として、ご

み処理、消防、斎場、医療事業を展開しています。また、下北地域広域圏として、

し尿処理について広域行政で共同処理を行っています。 

 

③ 組織効率化への取組 

行政組織の更なる効率化を図るため、これまで数次にわたり取り組んできた行財

政改革においては、職員定数の適正化を最重要課題の一つに掲げ、退職者不補充や

少数精鋭による組織運営の推進・管理に努めてきました。 

一方で、人口減少・少子高齢化に伴って複雑・多様化する住民ニーズへの対応や、

近年増加している自然災害や感染症対応を含む突発的な業務の増加に対しては、限

られた人員で最大の効果を発揮できるよう、課の統合や適材適所の職員配置等によ

り対応してきました。 

スマート自治体への転換を推進していく中で、人口減少時代でも持続可能なサー

ビスの提供と社会情勢の変化に迅速に対応できる健全で持続可能な行財政運営を

行っていくため、令和６年３月に「野辺地町行財政改革大綱（第６次）（令和６年

度～令和 10年度）」を策定しました。 

持続可能な行政基盤の構築、スマート自治体の推進、健全な財政運営を基本方針

とし、仕事の改革、職員の改革、財政の改革の３点を柱とし、健全な財政運営を維

持しながら、幅広い視野をもって継続的に改革・改善に取り組む必要があります。 
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  ④ 町活性化への方策 

当町では、これまで、町民・各種産業団体・行政が一体となり、様々なイベント

（のへじ春まつり、花火大会、のへじイルミネーション光物語、のへじ祇園まつり、

停車場まつり、郷土の味を楽しむ会等）を開催し、地域の活性化を図ってきました。

また、平成 30 年に北前船関連の文化財が日本遺産に追加認定されたことをうけ、

県内外の北前船日本遺産認定自治体との広域事業実施のほか、地域の自然、食、歴

史、文化、地域人材等の特性を活かした取組を推進しています。 

しかし、当町の人口減少・少子高齢化は着実に進行しており、各種分野において

その影響が現れています。このような状況に的確に対応し、持続可能な地域社会の

形成を目指すため、交流人口の増加による経済循環の拡大、起業支援等による地域

の活性化、将来的な移住者の増加を視野に入れた関係人口の創出、子育てしやすい

環境づくり、郷土愛の醸成等の視点を踏まえた施策を、町民との協働、他自治体等

との連携により展開していくこととしています。 

  

 ⑤ 総合的なビジョンの行使 

当町は、令和３年３月に「第６次野辺地町まちづくり総合計画」を策定し、まち

の将来像「未来につなげる幸せのまち のへじ」の実現に向け、「支え合い切れ目

のない保健福祉」、「工夫と連携の地域産業」、「誰もが学べる教育」、「住み続けたく

なる生活環境」、「活用して保全する環境」、「メリハリある行財政」の６つの基本目

標を定め、まちづくりを進めています。この、第６次野辺地町まちづくり総合計画

を町の最上位計画として位置づけ、「野辺地町まち・ひと・しごと創生総合戦略」、

「行財政改革プラン（第６次行財政改革大綱）」のほか、各種計画に沿って施策を

進めていきます。 
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イ．財 政 

  ① 歳入の特性 

ａ．歳入は依存財源が主体 

当町の財政状況は表１-２（１）のとおりですが、直近の令和６年度の決算に

おける歳入総額は 87億 5,598 万７千円で、前回計画策定時の令和２年度の 80 億

6,040 万９千円に比べ、庁舎建設事業の実施等により、４年間で６億 9,557 万８

千円 8.6％の増加となっています。 

その主な構成額は、地方交付税 27億 4,857 万３千円 31.4％、国庫支出金 10 億

1,522 万円５千円 11.6％、県支出金９億 240 万３千円 10.3％、町債 12 億 4,961

万６千円 14.3％となっています。 

 

ｂ．歳入に占める町税の比率 

令和６年度において町税は 14 億 1,355 万円 16.1％で、その内訳は、町民税

38.2％、固定資産税 49.2％、町たばこ税 9.3％が主なものとなっています。 

 

  ② 歳出構成及び財政指標 

令和６年度における歳出の内訳は、議会費 0.9％、総務費 22.9％、民生費 25.4％、

衛生費 11.6％、労働費 0.1％、農林水産業費 5.4％、商工費 1.9％、土木費 4.5％、

消防費 8.8％、教育費 9.6％、公債費 8.9％となっています。 

また、経常経費総額は 54 億 1,975 万９千円、うち一般財源は 40億 4,944 万３千

円、経常収支比率 93.0％、財政力指数 0.368となっています。 

令和６年度末における地方債残高は、67億 203万９千円となっています。 

 

  ③ 財政健全化の方策 

財政健全化を図るため、当町では「第６次野辺地町行財政改革大綱」を基本とす

る一連の行財政改革、企業誘致、税等の収納率向上による一般財源確保のほか、事

業の優先性や妥当性の検証による重点的な予算配分等を実施してきました。しかし、

厳しい財政状況は続いています。 

今後も過疎対策事業債の償還を中心とする公債費の増加、扶助費等社会保障費の

増加等厳しい状況が続くが見通しであることから、行財政改革と行政運営の効率化

に向けたより一層の取組が求められています。 
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表１－２（１） 町財政の状況（決算）                〔単位：千円〕 

区  分 平成 27年度 令和２年度 令和６年度 

歳 入 総 額 Ａ 6,594,596 8,060,409 8,755,987 

 一 般 財 源 3,855,611 4,071,598 4,644,591 

 国 庫 支 出 金 835,182 2,218,304 1,015,225 

 都道府県支出金 774,509 875,832 902,403 

 地 方 債 734,748 511,634 1,249,616 

  うち 過疎対策事業債 320,800 245,000 494,700 

 そ の 他 394,546 383,041 944,152 

歳 出 総 額 Ｂ 6,460,561 7,869,656 8,615,146 

 義 務 的 経 費 2,532,170 2,811,862 2,978,950 

 投 資 的 経 費 637,162 538,027 1,625,091 

  うち 普通建設事業 637,162 538,027 1,625,091 

 そ の 他 3,291,229 4,519,767 4,011,105 

 過疎対策事業費 347,165 321,886 377,086 

歳入歳出差引額Ｃ(Ａ－Ｂ) 134,035 190,753 140,841 

翌年度へ繰越すべき財源Ｄ 19,450 47,744 26,281 

実 質 収 支 Ｃ－Ｄ 114,585 143,009 114,560 

財 政 力 指 数 0.376 0.394 0.368 

実 質 公 債 費 比 率（％） 5.8 7.6 6.4 

経 常 収 支 比 率（％） 92.6 99.9 93.0 

将 来 負 担 比 率（％） 62.4 21.7 11.6 

地 方 債 現 在 高 6,243,877 6,050,491 6,702,039 

（地方財政状況調） 

 

ウ．施設整備水準等 

令和２年度末時点での当町の公共施設については、町長部局で児童福祉・保健衛生

施設（児童館、健康増進センター、老人福祉センター等）や観光施設（森林総合セン

ター、観光物産ＰＲセンター、愛宕公園、海浜公園等）、コミュニティ施設、消防施

設（各消防団消防屯所等）が主なものとなっています。 

教育委員会部局では、学校教育施設である小学校２校、中学校１校、学校給食共同

調理場をはじめとして、社会教育施設（公民館、図書館、歴史民俗資料館等）、社会

体育施設（屋内温水プール、町立体育館、運動公園等）が主に管理・整備されていま

す。 

平成 25 年度には野辺地中学校の改築を実施したほか、小学校３校の耐震化事業を

実施しました。そのほか、令和２年度には校内Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備、令和２・３年

度には、小・中学校へのエアコン設置等教育環境の整備・充実に努めてきました。 
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令和５年４月には、複式学級の早期解消を図るため、若葉小学校と馬門小学校を統

合しました。 

しかし、小学校は、建設後 50 年以上が経過し、建物自体の老朽化や各種設備の不

具合等多くの課題を抱えており、令和６年度に野辺地小学校の耐力度調査を実施した

ところ、基準の数値を下回る、構造上危険な状態にある建物であることが判明しまし

た。 

そこで、令和 10 年度内に新校舎を建設し、野辺地小学校と若葉小学校を統合する

予定です。小学校は、建築後、年数の経過により老朽化が激しい施設も多く、安全・

安心のため、統廃合を行う際には新校舎建設が望まれています。 

この他の主要公共施設等の整備状況については、次の表のとおりです。 

 

表１－２（２） 主要公共施設の整備状況 

区分 
昭和 55 

年度末 

平成２ 

年度末 

平成 12 

年度末 

平成 22 

年度末 

令和２ 

年度末 

市 町 村 道 

 改 良 率   （％） 

 舗 装 率   （％） 

 

－ 

－ 

 

34.7 

47.2 

 

42.2 

53.2 

 

42.2 

53.2 

 

51.2 

64.2 

 農 道 延 長 （ｍ） － － 28.4 19.0 18.6 

耕地１ha当たり 

 農 道 延 長 （ｍ） 
－ 18.8 22.6 22.5 28.3 

 林 道 延 長 （ｍ） － 9.7 9.7 8.7 8.7 

林野１ha当たり 

 林 道 延 長 （ｍ） 
－ 2.0 2.3 1.6 1.6 

水 道 普 及 率 （％） 90.8 98.8 98.5 99.2 99.5 

水 洗 化 率   （％） － － 71.5 71.5 84.9 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数（床） 
－ 16.9 17.1 17.3 13.4 

（公共施設状況調、水道決算資料、農林業センサス） 

 

（注）１ 上記区分のうち、平成 22 年度以降の市町村道の「改良率」と「舗装率」及び平成

22 年度以降の「水道普及率」並びに「水洗化率」以外のものについては、公共施設

状況調査（総務省自治財政局財務調査課）の記載要領による。 

２ 上記区分のうち、平成 22 年度以降の市町村道の「改良率」及び「舗装率」につい

ては、国土交通省の「道路施設現況調査」の記載要領を参考に次の算式により算定す
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る。  

     改良率＝改良済延長／実延長  

     舗装率＝舗装済延長／実延長  

３ 上記区分のうち、平成 12年度までの「水道普及率」については公共施設状況調査

の記載要領によることとし、平成 22年度以降については、公益社団法人日本水道協

会の「水道統計」の数値を使用する。 

４ 上記区分のうち「水洗化率」については、次の算式により算定する。なお、基準日

はその年度の３月 31日現在とする。また、ＡからＨまでについては公共施設状況調

査の記載要領に、Ｉについては一般廃棄物処理事業実態調査（環境省大臣官房廃棄

物・リサイクル対策部廃棄物対策課）の記載要領による。  

水洗化率＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）／Ｊ  

Ａ：当該市町村の公共下水道現在水洗便所設置済人口  

Ｂ：当該市町村の農業集落排水施設現在水洗便所設置済人口  

Ｃ：当該市町村の漁業集落排水施設現在水洗便所設置済人口  

Ｄ：当該市町村の林業集落排水施設現在水洗便所設置済人口  

Ｅ：当該市町村の簡易排水施設現在水洗便所設置済人口  

Ｆ：当該市町村の小規模集合排水処理施設現在水洗便所設置済人口  

Ｇ：当該市町村のコミュニティ・プラント処理人口  

Ｈ：当該市町村の合併処理浄化槽処理人口  

Ｉ：当該市町村の単独処理浄化槽処理人口（※）  

Ｊ：当該市町村の住民基本台帳登載人口  

※処理状況調査票〔市町村用〕中、「浄化槽人口」から「合併処理浄化槽人

口（農業集落・漁業集落排水処理施設人口含む）」を差し引いた数値。 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

   当町のまちづくりの方向性を示す、第６次野辺地町まちづくり総合計画には、６つ

の分野において目指す基本目標を掲げています。 

    ① 福祉・保健・医療 

    ② 産業・労働 

    ③ 教育・歴史・文化 

    ④ 消防・防災・減災・生活環境・生活基盤 

    ⑤ 再生可能エネルギーの利用推進・自然環境の保全及び再生 

    ⑥ 行財政・協働 

   この６つの分野においてバランスの取れた地域として、過疎地域の課題の解決に資

する動きを加速させ、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力

の更なる向上が実現するよう全力を挙げて取り組むものとします。また、現状、課題、

社会経済の動向を見据えながら、第３期野辺地町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以

下「町総合戦略」という。）に掲げる、 
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    ① 地域経済の再興と雇用創出 

    ② 暮らしやすさの向上と定住促進 

    ③ 安心して子育て・暮らせる福祉・医療体制の強化 

    ④ 人財育成と郷土愛の醸成 

   この４つの基本目標の効果的な推進に向けて、上十三・十和田湖広域定住自立圏や

北部上北広域事務組合等他自治体との連携を積極的に推進するとともに、町民一人ひ

とりがまちづくりの担い手となり、町の将来像「未来につなげる幸せのまち のへじ」

の創造を目指し、持続的発展へ向けて努力していくものとします。 

（以下、町総合戦略④に関連する分野においては「人材」を「人財」と表記します。） 

    

（５）地域の持続的発展の基本目標 

ア．人口に関する目標 

当町の人口減少は、若い世代を中心とする転出と昭和 50年以降一貫して続く出生数

の減少が主要因となっています。社人研による推計では、当町の総人口は、令和 27

年には 7,050 人、令和 47年には 3,848人にまで減少するとされており、早期に対策を

講じていく必要があります。 

  ① 全体の目標 

地域経済の稼ぐ力を強化し、安心して暮らせる生活環境を創出するとともに、地

域の魅力を高める取組を包括的に推進します。これにより、若者や女性をはじめと

する様々な人々に選ばれ、住み続けられる地域社会を実現し、野辺地町まち・ひと・

しごと創生人口ビジョン（以下「町人口ビジョン」という。）が示す、令和 47 年に

おける約 4,000人の総人口維持を目指します。 

 

  ② 社会増減及び自然増減の目標 

社会増減については、移住・定住促進、地域社会の担い手となる人材育成を図り、

町人口ビジョンが示す、令和 22年までに若い世代・働き盛り世代の転入・転出が移

動均衡することを目指します。 

また、自然増減については、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進め

ることで、年間出生数の維持を目指します。 

 

イ．財政力に関する目標 

当町では、令和元年度決算における経常収支比率が 100 を超え 102.9 となりまし

た。これは初めて 100 を超えた平成 13 年度の 100.7、平成 14 年度の 101.1、平成

29 年度の 101.0に続き４回目となりました。令和２年度決算以降は 100以下で推移

しています。今後も持続可能な財政運営の実現に向け、事業の選択と集中、行政運

営の効率化やコスト削減、自主財源の確保等に努め、令和 12 年度決算における経常

収支比率 99.0 以下を目指します。 
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（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

   野辺地町過疎地域持続的発展計画では、各分野の基本目標を設定し、その検証・改

善を図るための仕組みとしてＰＤＣＡサイクル（Plan（計画）→Do（実行）→Check

（評価）→Act（改善）を繰り返すことによって、業務を継続的に改善していく手法

を運用します。 

   このＰＤＣＡサイクルの運用に当たっては、町民をはじめ外部有識者等（産官学金

労）で構成される「野辺地町まち・ひと・しごと創生有識者会議」による評価を実施

し、必要に応じて計画の改訂を行っていきます。 

 

（７）計画期間 

本計画の期間は、令和８年度を初年度とし、令和 12年度までの５年間とします。 

   （法期限までの 10 年間のうち、後期分５年間） 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

平成 29年３月に策定した「野辺地町公共施設等総合管理計画」では、公共施設等 

の管理に関する基本的な考え方として 

    ①総量の適正化 保有する公共建築物の延床面積 13％縮減を目標 

    ②長寿命化の推進 

    ③民間事業者や県・近隣自治体との連携 

   の３点を基本方針として掲げています。 

   少子高齢化による人口減少や厳しい財政状況を勘案すると、既存の公共施設等を同

規模で維持していくことは非常に厳しい状況です。必要な行政サービス水準を考慮し、

施設等の除却や統合等を行い、延床面積の縮減を目指します。併せて、既存の施設を

少しでも長く利活用していくために公共施設等の定期的な点検や修繕による予防保

全に努めます。また、公共施設等に指定管理者制度を導入やＰＦＩ等、民間活力の活

用も検討しつつ、青森県や近隣自治体との広域連携を一層進めていき、広域的な視点

から必要な公共施設等の保有量を検討していきます。 

   当該「野辺地町過疎地域持続的発展計画」に記載された全ての公共施設等の整備は、

公共施設等総合管理計画に適合しています。 
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

方針 

当町の人口減少は、若い世代を中心とする転出と、昭和 50 年以降一貫して続く出生

数の減少が主要因となっていることから、将来的な移住者の増加を視野に入れた関係

人口の創出、移住・定住に向けた施策の実施による人の流れや交流人口の拡大、子育

てしやすい環境づくりに取り組みます。 

また、上十三・十和田湖広域定住自立圏共生ビジョンが掲げる将来像の実現に向け、

中心市である十和田市及び三沢市はもとより、近隣市町村とも連携・協力しながら定

住促進を図るとともに、あおもり移住・交流推進協議会等に参加し、移住・交流推進

に向けて広域的な取組を進めます。 

加えて、県内外の北前船日本遺産認定自治体との広域事業実施をはじめ、友好都市

等との地域間交流を促進し、人・物・情報の交流を拡大していくことで、持続可能な

地域社会の形成を目指します。 

人口減少・少子高齢化社会下であっても当町が持続的に成長し、地域の活力を維持

していくためには多様な人材の確保が不可欠であることから、移住支援策を活用した

町外からの人材確保、男女共同参画の推進及び町民、各種団体、行政との協働による

まちづくりを進めます。 

 

（１）現況と問題点  

ア．移住・定住 

令和７年６月に閣議決定された「地方創生 2.0 基本構想」において、国は「人口減

少が続く現実を正面から受け止め、人口が減っても経済成長し、豊かな生活を維持で

きる社会をつくるための今後 10 年間の基本方針」を打ち出しました。当町においても、

人口が減少する中でも機能的で魅力のある持続可能な地域の実現を目指し「町総合戦

略」に基づく施策を推進しています。 

しかし、人口減少は依然として続いています。自然増減については、平成７年に出

生数 130、死亡数 145 と、死亡数が出生数を上回る「自然減」に転じて以降、その差

が徐々に拡大、令和２年には出生数 38、死亡数 189 となっています。また、社会増減

については、昭和 54 年以降、転出数が転入数を上回る「社会減」が続いており、とり

わけ、15歳から 24歳の若い世代の転出超過が顕著となっています。 

 

イ.地域間交流 

人口減少社会において、地域間交流は、自治体相互の足りない分野を補完し行政サ

ービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供するための大きな役割を果たすこ

とから、積極的に進めていく必要があります。 

   当町は、埼玉県久喜市と友好都市協定を、香川県土庄町と友好公園の調印を締結し

ていますが、現状、交流事業は限定的です。自然・歴史・文化の違いを体験し相互理
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解を深めることや、近年頻発する自然災害に備えた防災相互協力等を目的とし、実効

性のある交流事業の展開を検討していく必要があります。 

 

ウ.人材育成 

長引く景気の低迷や物価高の影響により、町内の事業所数が減少傾向にある中、地

元就職者も減少しています。中学生、高校生を対象としたアンケートでは「将来的な

転出意向」が高くなっており、若年層の労働力を確保するための取組が求められてい

ます。 

多様な働き方が求められる中、起業する人が挑戦しやすい環境を整備していく必要

があり、町の将来像「未来につなげる幸せのまち のへじ」の実現に向けては、町外

から移り住む人や女性や若者をはじめとした多様な人材の確保と、その育成が求めら

れています。 

 

（２）その対策 

ア．移住・定住 

地域の担い手確保のため、関係人口の創出・拡大に取り組むほか、町の認知度を高

めるための情報発信の強化・充実を図ります。 

転入・定住のための補助事業や町内の空き家を活用した定住促進事業を実施し、若

い世代を中心とした転出超過の抑制を図ります。 

 

イ.地域間交流 

   久喜市との友好都市交流や土庄町との友好公園交流を推進し、新しい文化や産業、

流通拡大等の形成を図るとともに、既存イベントの充実と魅力化を図り、交流人口の

増加につなげます。 

 

ウ.人材育成 

多様な働き方が求められる中、新規創業者や創業間もない方々へのフォロー体制を

強化し、創業支援の充実を図ります。また、関係機関と連携しながら、女性が多様な

生き方や働き方を選択できる環境を整備することで男女共同参画を推進し、女性の社

会進出と活躍を後押しする仕組みを構築します。 

そのほか、町民、各種団体、行政それぞれが連携を密にして、協働によるまちづく

りを進めていくため、行政施策や各種情報の共有化を強化するとともに、まちづくり

を担う人材の発掘・育成に努めます。 
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（３）計 画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備 考 

移 住 ・ 定
住・地域間
交 流 の 促
進、人材育
成 

(1)移住・定住 空き家対策事業 町  

過疎地域持続的発展特別事業 

移住・定住 定住促進事業（魅力発信） 
（事業内容） 
県外からの移住者に対し補助金（引越、
自動車運転、家賃）を交付するほか、関
係人口創出のための体験ツアーや情報発
信を実施する。 
（必 要 性） 
町の認知度向上、移住者受入体制の整備
（事業効果） 
移住者の増加、関係人口の創出 

町  

 定住促進事業（結婚支援） 
（事業内容） 
新婚者への助成や男女の出会いに関する
取組を実施する。 
（必 要 性） 
定住促進及び少子化対策 
（事業効果） 
人口増加 

町  

地域間交流 友好都市・友好公園交流事業 
（事業内容） 
友好都市及び友好公園都市との交流事業
に要する経費 
（必 要 性） 
新しい文化や産業、流通経路等の形成 
（事業効果） 
交流人口の増加 

町  

 友好都市交流事業 
（事業内容） 
友好都市及び友好公園都市との交流事業
に要する職員及び議員の旅費 
（必 要 性） 
相互の発展につながる建設的な意見交換
の実施 
（事業効果） 
交流人口の増加や災害時の応援協定締結
等による町の持続的発展 

町  

人材育成 空き家・空き店舗活用事業補助金 
（事業内容） 
空き家・空き店舗活用して起業する場合
補助金を交付する 
（必 要 性） 
商店街の活性化、地域経済の発展 
（事業効果） 
空き家・空き店舗対策及び新規事業者の
増加 

町  

 協働のまちづくり推進事業 町  
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（事業内容） 
町民等が自主的・自発的に行うまちづく
り活動に要する経費に対して補助金を交
付する 
（必 要 性） 
まちづくりを主体的に担う人材の負担軽
減 
（事業効果） 
まちづくりを担う人材の発掘、育成 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  移住・定住・地域間交流の促進、人材育成については、施設等に関する（２）対策及

び（３）計画はありません。 
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３．産業の振興 

方針 

持続可能な経営のため、後継者及び担い手の育成・確保に努めるとともに、各産業

の枠を超えて知恵を出し合う「農・工・商・観連携」による取組を推進します。 

   農林水産業については、持続可能な経営を目指し、町外からの人材や女性の採用を

進める等後継者や担い手の育成・確保に努めます。また、さらなる経営基盤の強化に

も取り組みます。 

   商工業では、経営者の高齢化や後継者不足、中心商店街の空洞化への対応が急務と

なっていることから、各種産業団体の相互連携による地域活性化の取組を支援すると

ともに、地域内での消費や雇用機会の拡大を通じて持続可能な産業振興を目指します。 

観光業では、当町固有の地域資源を十分に活用する方策を考えるとともに、交通体

系や旅行形態の変容に合わせた受入体制の整備に努めます。また、県内外の北前船日

本遺産認定自治体との広域事業実施のほか、地域資源を磨き、発信することによる観

光交流人口の増加を図り、賑わいの創出を目指します。 

   雇用・企業誘致では、町内企業の労働環境改善に向けた支援を行うほか、移住施策

をと連動した町外人材の獲得や、女性や高齢者等の雇用機会を拡大する施策を推進し

ます。また、起業・創業を支援する体制を整えるとともに、新たな雇用創出に向けた

企業誘致の実現を目指します。 

   多様な働き方が求められる社会環境に対応するため、情報通信サービスの整備を進

めます。 

 

（１）現況と問題点  

ア．農林業 

当町の農業は、春から夏にかけて吹く「ヤマセ」による冷涼な気候で品質よく育つ

「こかぶ」、「ながいも」を中心に展開されています。 

ゆうき青森農業協同組合が取扱う野菜類は、最近では 10 億円以上の販売額を達成

しており、特に「こかぶ」は、平成 24 年８月に「野辺地葉つきこかぶ」として地域

団体商標登録、ブランド化され、首都圏や関西方面で販売されています。 

しかし、後継者不足や農業従事者の高齢化、食生活の多様化や気候変動、価格の低

迷、農産物輸入の自由化や産地間競争の激化等により、農業経営は厳しい状況に置か

れています。こうしたこともあり、平成 22 年４月には近隣の農業協同組合等の生産

団体５団体が合併し、生産・販売等の面から農業経営の強化を図っています。 

農地の集約化と認定農業者・集落営農組織の育成・支援に取り組んできましたが、

担い手の育成・確保が課題となっています。将来にわたり良質な食料の安定供給と農

業が持つ多面的機能が維持されていくための対策が求められています。 

今後は、環境保全型農業の取組拡大や農地の流動化と集積、農地の保全、安定的な

収入の確保、地産地消への取組等、営農の様々な課題への対応が求められています。 
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畜産業については、飼養農家数は減少しているものの、酪農農業法人の参入により

乳用牛の頭数及び生産量は増加傾向にあります。これらは土地利用に重点を置いた部

門で地域農業の活性化に寄与するとともに、土地の有効利用を推進する上で重要な役

割を果たしています。 

一方で、ＴＰＰを初めとした貿易協定による経済のグローバル化に加え、担い手不

足、配合飼料等生産資材の高止まりのほか、人のボーダーレス化による家畜伝染病の

侵入リスクの低減が課題となっています。 

林業については、近年の木材価格の低迷や山林所有者の高齢化等により、手入れが

不十分な森林が増えてきていることから、適正な森林施業に努めていく必要がありま

す。 

 

 イ．水産業 

   当町の海面漁業形態は、ホタテガイの養殖漁業を中心に、小型機船底曳網や刺網等

の漁船漁業となっています。 

   水揚量では、ホタテガイが全体の 80％以上を占め、そのほとんどが漁業協同組合を

通して系統出荷され、陸奥湾の伏流水の恩恵による独特の美味しさと３年間育成した

貝柱の大きさを売りにして、首都圏や関西方面をはじめ日本各地に出荷されています。 

   ナマコの出荷にも力を入れています。一時は資源の減少から漁獲量が大幅に落ち込

みましたが、操業の一部制限や漁場の造成などを実施したことにより、近年は回復基

調にあります。 

ホタテガイ及びナマコについては、消費者が生産者情報を確認することができる

「生産管理出荷情報システム（トレーサビリティーシステム）」を導入しており、生

産品としての付加価値の向上に努めています。 

今後は、漁場の環境保全に努めるとともに、漁業の省力化や効率化を図る漁場整備

等を推進しながら、トップセールスの実施による国内外への販路の拡大に努め、漁獲

量の増大や漁家収入の増収を図っていくことが重要となっています。 

内水面漁業については、国策であるサケの人工ふ化放流事業は県内でも規模が大き

く、重要な位置づけとなっています。 

  

ウ．商工業 

当町の第２、第３次産業の就業人口は、平成12年の7,286人をピークに減少に転じ、

令和２年の国勢調査では、第２次産業が 1,526 人、第３次産業が 3,903人と、平成 12

年から 46.4％減の 5,429 人となっています。 

事業所数及び従業員数とも減少が続いており、相対するように出荷額も減少傾向に

あります。特に、事業所数のほとんどを占める従業員数 29人以下の零細な事業所の減

少が顕著であり、経営者の高齢化や後継者不足による廃業の増加とともに、商店街の

空洞化が懸念されています。今後は、後継者の育成に努めるとともに、地域資源の有

効活用や高付加価値製品の開発等の取組の促進、雇用創出効果の高い製造業の誘致や
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地場産品の加工場設置等、町内の雇用確保や地域内経済循環向上に一層取り組んでい

く必要があります。 

  

エ．観光業 

   当町は、平成 25 年度に野辺地駅前に駐車場を整備しましたが、観光スポットの多

くが大型バスの駐車スペースが十分でないこと、既存の観光資源をうまく連携・活用

しきれていないこと等から、下北半島への観光ルート上にあるものの、通過されてし

まう現状にあります。さらに、東北新幹線七戸十和田駅からの二次交通整備が不十分

であり、観光客を受け入れるには多くの課題があります。下北半島縦貫道路の開通と

国道４号バイパスの整備を好機ととらえた施設整備の実施や、まちなかに観光客を誘

引し、滞在時間の確保による町内消費の拡大を図るといった、観光による地域の稼ぐ

力向上に向けた仕組みづくりが必要となっています。 

また、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集

落～」をはじめとした地域資源の活用や、多様な旅行形態に対応した観光コンテンツ

づくり等が求められており、観光振興の取組の中核を担う「野辺地町観光協会」の組

織強化を図るとともに、町民、各種産業団体、行政のほか、当町にゆかりのある方の

連携・協力による観光振興が求められています。 

 

 オ．雇用・企業誘致 

   人口減少・少子高齢化に加え、長引く景気低迷の影響による廃業や誘致企業の撤退

により、当町の事業所数は、平成 12 年に 1,096 あったものが、令和３年には約 38％

減の 680にまで減少しており、雇用力の低下や地域活力の減退が課題となっています。 

   これまで、県やハローワークと連携した雇用の創出に努めてきたほか、108.8ha の

野辺地工業団地を活用しながら企業誘致を行ってきましたが、雇用を生む企業の誘致

には至っていません。 

   当町の就労人口は、平成 12 年の 7,912 人をピークに減少を続け、令和２年には

24.8％減の 5,951 人となっています。人口減少により、今後ますます労働力が減少し

ていくと予測されており、町外からの労働力の確保と併せ、女性や高齢者等の雇用拡

大を図っていくことが求められています。 

コロナ禍以降、多様な働き方が求められている中においては、新産業・新事業の創

出のため、起業する人が挑戦しやすい環境を整備していく必要があります。 

 

 カ．情報通信産業 

当町におけるインターネット接続サービスは、ほぼすべての地域で光回線が利用で

き、町全域で高速通信サービスを受けられる状況となっています。携帯電話や情報処

理端末については、山間部等を除いてほぼ全域での通信が可能となっています。 

   近年、情報通信技術（ＩＣＴ）の進展は著しく、国では、「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」

の実現に向け、デジタルインフラ整備、デジタルトランスフォーメーション（Ｄ  
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Ｘ）推進、新たな価値創造を目指しており、ＡＩやＩｏＴといった先端技術の活用 

  を通じて、社会課題の解決や経済成長の両立を図る政策が推進されています。 

   当町においても、こうした産業構造の変化やデジタル化の波を的確に捉え、地域 

  の産業力向上や暮らしの質の向上に資するＩＣＴの利活用を進めていく必要があ 

  ります。 

 

（２）その対策 

 ア．農林業 

農業については、農地の利用集積と土地生産性の向上を目指します。そのため、優

良農地の確保と耕作放棄の防止のほか、認定農業者・認定新規就農者の育成、さらに

は後継者の確保に努めます。また、各種営農組織の育成のため、生産面においては、

畜産等と連携した環境保全型農業の推進を図るとともに、生産性の高い品目の奨励と

所得の安定に努めます。さらに、他業種との連携による高付加価値化や、技術指導の

充実と、安全・安心な農産物づくりとブランドのさらなる確立を図ります。 

林業については、森林資源の保全・整備を図るため、関係団体と連携して、適正な

保育・間伐と計画的な伐採に努めます。 

 

 イ．水産業 

   水産業については、ホタテガイ等の漁獲物の安定供給と漁家収入の増加を目指し、

生産基盤である漁港や漁場の整備を進めます。安全で安心な水産物の供給体制を確保

するため、漁業後継者や若年就業者の育成・確保にも努めます。「野辺地特産活ホタ

テガイ」のＰＲ活動を促進し、ブランド力の向上に努めるほか、各種団体と連携して

新たな地場産品、加工品等の開発・販売を推進します。 

 

ウ．商工業 

商工業については、持続可能な経営に向け、融資団体と連携した事業者の資金繰り

支援、事業者数確保のための新規創業者支援、商工業振興事業を展開する商工会に対

する補助事業、関係団体と連携した空き店舗対策、新規顧客獲得に向けた取組支援を

行います。 

加えて、「農・工・商・観連携」による取組により、変化する消費者ニーズや社会

情勢に対応した消費喚起策の推進及び特産品・販売力強化を図ります。 

 

 エ．観光業 

観光業については、下北半島縦貫道路の延伸を活用した観光振興策として、野辺地

ＩＣ利用の増加を見込んだ観光施設整備と情報発信の強化を行います。 

また、日本遺産「荒波を超えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集

落～」に追加認定された北前船関連の構成文化財を活用し、県内外の北前船日本遺産

認定自治体との広域事業実施のほか、地域の自然、食、歴史、文化、人材等の観光資
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源を有効活用した体験型観光の開発に努め、観光交流人口の拡大を図ります。 

そのほか、近隣市町村との連携による新たな観光ルートの開発、六景楽市等による

特産品の情報発信のほか、イベントのさらなる魅力化によりリピーターの獲得に努め

ます。また、ボランティアガイドの育成を推進する等ホスピタリティー向上に向けて

取り組みます。 

 

 オ．雇用・企業誘致 

企業・事業所や商店街の近代化・合理化を促進し、経営の安定化による雇用の場の

確保に努めます。また、地場産業の振興、ワークシェアリングの普及促進等により、

雇用機会の拡大に努めるとともに、若者定住対策としての居住環境整備を促進します。 

新たな雇用の創出と定住人口の増加を図るため、野辺地工業団地への企業誘致の推

進や、空き店舗や空き家を活用した起業を促進するとともに、企業に対する支援の充

実や情報発信に努めます。 

 

 カ．情報通信産業 

国が進める「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」を踏まえ、多様な働き方の実現に向け、町内

全域における情報通信サービスの環境整備を推進します。 

 

上記アからカに記載した全ての施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管

理計画との整合を図り、長寿命化や集約化を行うものとします。 

 

（３）計 画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備 考 

産業の振
興 

(1)基盤整備    

農 業 新規就農者等農業用機械導入支援事業 町  

 農作業機械修繕費支援事業 町  

水産業 野辺地地区水産生産基盤整備事業 県・町  

(2)漁港施設 野辺地漁港整備事業 町  

 
下北地区（野辺地漁港）水産物供給基盤
機能保全事業 

県  

(4)地場産業の
振興 

   

流通販売施設 産直施設整備事業 町  

 ＰＲセンター施設改修等整備事業 町  
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加工施設 むらおこし物産加工施設利活用事業 町  

(8)観光又はレ
クリエーション 

愛宕公園整備事業 町  

柴崎地区健康レクリエーション施設整備事
業 

町  

 烏帽子岳野営場整備事業 町  

 海水浴場整備事業 町  

 都市公園施設整備事業 町  

 みちのく丸管理事業 町  

過疎地域持続的発展特別事業 

 

第１次産業 野辺地町農業振興事業 
（事業内容） 
優良な農産物と農業生産を行えるよう、
野辺地町農業振興対策協議会が行う農業
振興事業への補助金 
（必 要 性） 
農業者の安定的な収入の確保のほか、新
規就農者の経済的負担軽減 
（事業効果） 
優良な農産物の安定的な生産による農業
振興及び生産基盤の安定化 

協 議
会 

 

 

 耕作放棄地解消事業 
（事業内容） 
遊休農地や荒廃農地の再生 
（必 要 性） 
就農移住者等、新規就農者へ提供する農
地の確保 
（事業効果） 
農業後継者の確保による農業の持続的発
展 

協 議
会 

 

 

 農地規模拡大事業 
（事業内容） 
規模拡大を目指す農業者に対し、拡大し
た農地の面積に応じた交付金を交付 
（必 要 性） 
荒廃農地の発生の抑制 
（事業効果） 
規模拡大を目指す農業者支援による、地
域計画に基づいた農地集約の加速化及び
農業経営の安定 

町 

 

 

 新規就農者育成総合対策事業 
（事業内容） 
就農直後の農業経営を支援するため、認
定新規就農者に対して交付金を交付する 
（必 要 性） 
農業従事者の減少・高齢化が進む中、担
い手確保と自立した営農経営による所得
安定を実現する 
（事業効果） 
担い手の定着による地域農業の発展 

町 
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 野辺地町認定新規就農者経営支援事業 
（事業内容） 
新たに農業を営み農業振興に寄与する者
に対して助成金を交付する 
（必 要 性） 
他の交付金等を受給した後に町で継続的
に支援することにより、農業定着及び経
営の安定を図る 
（事業効果） 
担い手の定着による地域農業の発展 

町 

 

 

 農業振興地域整備計画附図作成業務委託
事業 
（事業内容） 
農業振興地域整備計画の変更 
（必 要 性） 
おおむね 10年後を見通して計画を立て計
画的に農地を運用することで、地域の農
業振興を図る 
（事業効果） 
農業振興地域内の農用地区域の農地の適
正管理 

町 

 

 

 地まきホタテ稚貝(成貝)放流事業費補助 
（事業内容） 
ホタテ貝母貝確保のため稚貝放流を実施 
（必 要 性） 
近年、高水温被害及び有害生物による食
害を受ける漁業経営の早期再建を図る 
（事業効果） 
稚貝・半成貝を放流することで母貝確保
につなげる 

漁協 

 

 

商工業・ 
６次産業化 

産業創出応援事業費補助金 
（事業内容） 
新規常用労働者を雇用し創業又は既存事
業を拡大する町内事業者に対し人件費等
必要な経費の一部に補助金を交付する 
（必 要 性） 
起業及び事業拡大におけるスタート時の
フォロー（支援） 
（事業効果） 
雇用の場の確保（移住者含む）及び起業
及び事業承継への意欲向上 

町 

 

 

 商工会地域振興事業補助金 
（事業内容） 
地域産業の活性化に向けた取組を行う商
工会への補助 
（必 要 性） 
商工業者の経営基盤強化や地域資源の有
効活用による産業創出等、各事業者に即
したきめ細やかな支援の実施 
（事業効果） 
地域の活性化及び産業振興 

商工会 

 

 

 まちなか元気事業補助金 
（事業内容） 
空き店舗活用や商店会の魅力化を実施す
る、４商店会に対する補助 
（必 要 性） 

商店会 
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商店会の自発的な取組促進による地域の
活性化及び後継者の育成 
（事業効果） 
商店会の活性化、産業振興及び人材育成 

 

企業誘致 企業立地等優遇制度事業 
（事業内容） 
企業立地に関する補助・優遇制度の実施 
（必 要 性） 
企業立地に必要な費用補助、雇用の創出 
（事業効果） 
地域雇用の促進、経済活性化 

 

 

 

観光 柴崎牧場環境整備事業 
（事業内容） 
旧柴崎観光牧場の環境整備の実施 
（必 要 性） 
畜産業の発展及び維持に必要な草地の確
保 
（事業効果） 
町内畜産業者の資材確保による事業の継
続へ寄与している 

町 

 

 

観光物産ＰＲセンター管理委託事業 
（事業内容） 
PRセンター管理運営に関する業務 
（必 要 性） 
施設の保全、維持管理 
（事業効果） 
町職員の施設管理業務の負担軽減等 

町 

 

 

 野辺地町観光協会事業補助金 
（事業内容） 
観光協会への補助 
（必 要 性） 
当町の観光振興の中核を担う組織の体制
強化 
（事業効果） 
観光交流人口の増加及び観光による稼ぐ
力の創出 

観光協会 

 

 

 祗園まつり参加事業費補助金 
（事業内容） 
祇園まつりに参加する各祭典部に対する
補助事業 
（必 要 性） 
山車制作や運行等による祭りの存続支援 
（事業効果） 
祭典部の負担軽減、誘客促進及び文化保
存継承等 

観光協会 

 

 

 のへじ花火大会実施事業費補助金 
（事業内容） 
商工会が行う花火事業に関する補助 
（必 要 性） 
産業振興及び地域活性化 
（事業効果） 
交流人口の拡大 

商工会 

 

 

 「じ～の」ほか、町ＰＲ・活性化事業 
（事業内容） 
じ～の関連事業 
（必 要 性） 

町 
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町の看板キャラクターによるＰＲ活動 
（事業効果） 
町の認知度向上 

 

 日本遺産連携事業（ソフト） 
（事業内容） 
「北前船日本遺産」の周知ＰＲ活動等 
（必 要 性） 
関連自治体との情報共有や連携イベント 
（事業効果） 
北前寄港地フォーラム参加 北前ポロシ
ャツ購入等 

町 

 

 

 観光振興計画策定・推進事業 
（事業内容） 
観光振興計画の策定及び計画に沿った事
業の実施 
（必 要 性） 
当町の観光振興の指針であり、今後の事
業設計の基礎となる 
（事業効果） 
観光入込客数の増加及び観光振興 

町 

 

 

 野辺地町ＰＲパンフレット・チラシ製作 
（事業内容） 
観光パンフレット・チラシの制作 
（必 要 性） 
観光資源や特産品等の情報発信 
（事業効果） 
誘客促進 

町 

 

 

 のへじイルミネーション事業（ソフト） 
（事業内容） 
イルミネーション事業に関する補助 
（必 要 性） 
祇園まつり時期に合わせた開催による賑
わいづくり 
（事業効果） 
集客力の向上と地域経済の活性化 

のへじイ

ルミネー

ション実

行委員会 
 

 

（４）産業振興促進事項 

ⅰ．産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域及び同区域において振興すべき業種については、以下のとおりとし

ます。  

産業促進区域 業種 計画期間 備考 

野辺地町全域 製造業、情報サービス業等、

農林水産物等販売業、旅館業 

令和８年４月１日～ 

令和 13年３月 31 日 

 

 

ⅱ．当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記（２）その対策及び（３）計画のとおり。  

   なお、産業の振興にあたっては、定住自立圏をはじめ、周辺市町村や県内外の北前 

船日本遺産認定自治体等との幅広い連携に努めるものとします。 
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（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

  公共施設等総合管理計画では、産業系施設について 

  ・利用者数や老朽化・耐震化の状況、関係団体等の実情を考慮して改修や配置見直し 

の取組みを進めます。老朽化した施設の更新などにあたっては、集約化を進めるこ 

とや他の機能の施設との複合化を検討します。 

・民間活力の導入と併せて、効率的な施設の維持管理・運営を図り、継続的な利活用 

を推進します。 

上の２点を基本方針として掲げています。これらの基本方針に基づき、整合性を図 

 りながら過疎地域対策に必要な事業を適切に実施します。また、人口減少や財政状況を 

見据えた効率的な事務執行方法についても検討します。 

 このことから、当項目に掲げる公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計

画に適合しています。 
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４．地域における情報化 

方針 

近年、情報通信技術（ＩＣＴ）の進展は著しく、５Ｇや光ファイバーといった高速通

信インフラの整備、ＡＩ・ＩｏＴ（モノのインターネット）・ビッグデータ等の活用拡

大により、あらゆる分野においてデジタル技術の利活用が加速しています。 

国では、「デジタル田園都市国家構想」のもと、地域におけるＩＣＴ基盤の整備や、

デジタルを活用した行政・医療・教育・交通・産業等のサービスの高度化を推進してい

ることから、当町としても国の動向を注視しながら、情報通信技術を積極的に活用し、

町民の利便性向上、行政サービスの効率化を図る必要があります。 

 

（１）現況と問題点 

当町におけるインターネット接続サービスは、すべての地域で光回線が利用でき、

町全域で高速通信サービスを受けられる状況となっています。携帯電話や情報処理端

末については、山間部等を除いてほぼ全域での通信が可能となっています。 

   パソコン、携帯電話、スマートフォン等ＩＣＴの飛躍的な発展により、日常生活が

便利になっている一方で、高齢化が進む当町では、ＩＣＴの利活用では情報を得るこ

とが難しい高齢者等がおり、デジタル機器の操作支援等が必要な状況です。 

   また、防災行政無線が聞こえにくいという声が少なからずあったことから、町で導

入した公式 LINE 上で、防災行政無線で放送した内容と同様のものを配信する事とし

たほか、近年頻発する自然災害等を鑑み、防災体制の情報化の更なる推進に努めてい

く必要があります。 

   誰もが安心して便利に高度情報化社会の恩恵を享受できるよう、情報化社会の正し

い知識を広めていくことや、安全で適正な地域情報化社会を構築していくことが求め

られています。 

 

（２）その対策 

ＩＣＴを活用した積極的な情報発信を行うとともに、情報活用能力を育成するため

のタブレット端末を活用したＩＣＴ教育の推進を図ります。 

多様な働き方が求められている中で、町内では光回線をはじめとする高速で安定し

た通信基盤が整備されています。これに伴い、公共施設において利用者が自由に情報

通信サービスを活用できるよう、フリーＷｉ-Ｆｉの整備を進めます。 

こうした通信基盤を土台として、行政手続きのオンライン化等を推進し、住民が時

間や場所を問わずに手続きを行える環境を整えます。さらに、デジタルトランスフォ

ーメーション（ＤＸ）の推進にあたっては、外部人材の知見や専門性を積極的に活用

し、業務の効率化と住民サービスの質の向上を図ります。 

 加えて、防災体制の情報化の観点から、防災行政無線の整備を推進します。 

 防災行政無線は、町民向けメール配信システム及び防災アプリの町内全域での充足
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を目標とします。 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備 考 

地域にお
ける情報
化 

(1)電気通信施
設等情報化の
ための施設  

 
  

防災行政用無
線施設 

防災行政無線維持管理事業 町 
 

(3)その他 電子図書館事業 町 
 

過疎地域持続的発展特別事業 

デジタル技術
活用 

ＤＸ推進事業 
（事業内容） 
町におけるＤＸ化を推進するため、外部
人材を活用し、業務の効率化と住民サー
ビスの向上を図る 
（必 要 性） 
専門知識を持つ外部人材を活用等によ
り、より質の高い住民サービスの提供を
行うことが可能となる 
（事業効果） 
行政業務の効率化とサービス品質の向
上、住民のデジタル活用能力の底上げ 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  地域における情報化関連施設については、公共施設等総合管理計画に該当する個別項

目はありませんが、公共施設等の管理に関する基本的な考え方の基本方針である、 

  ①総量の適正化 保有する公共建築物の延床面積 13％縮減を目標 

  ②長寿命化の推進 

  ③民間事業者や県・近隣自治体との連携 

に基づき、整合性を図りながら地域の持続的発展に必要な事業を適切に実施します。 

 このことから、当該項目に掲げる公共施設等の整備については、公共施設等総合管理

計画に適合しています。 
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５．交通施設の整備、交通手段の確保 

方針 

道路等の交通体系は町民生活や産業の基盤であるとともに、災害時の避難経路として

も重要であることから、誰もがいつでも安心して快適に利用できる環境を整備します。 

また、公共交通は、観光振興のほか、高齢者等の交通手段として今後ますますの需要

が見込まれることから、利便性の向上による維持存続を図ります。 

 

（１）現況と問題点 

 ア．道路・交通網 

令和３年４月１日現在、当町には、国道が２路線（４号、279号）、県道が７路線（主

要地方道 1 路線、一般県道６路線）、町道が 382 路線あり、町道の総延長 145.0 ㎞の

うち舗装率は 64.2％、改良率は 51.2％となっています。その他に農林道が総延長 27.3

㎞あります。 

地域高規格道路である下北半島縦貫道路（むつ市・七戸町間約 70 ㎞）は、当町か

らむつ市までの約 26.6 ㎞が既に供用されています。現在、むつ南バイパスと横浜南

バイパス、横浜北バイパスの整備工事が進められており、早期の全線開通が望まれて

います。 

当町では、これまで道路整備については、狭隘区間や未舗装区間の解消、側溝の改

修、歩道の確保等を中心に整備を進めており、併せて周辺の環境整備にも取り組んで

きました。 

自動車交通の発展は、町の産業や生活水準の向上に欠かせないことから、今後も

国・県と連携しながら、町内外の広域幹線道路や生活道路、農林道の計画的な整備を

進めるとともに、除雪や凍結路面等の冬道対策を一層充実していかなければなりませ

ん。また、花や緑と調和した道路景観づくり、人に優しい道づくり等、道路環境の質

的な向上を図っていく必要があります。 

 

 イ．雪対策 

当町は県内有数の豪雪地帯であり、冬期間の町民の安全な生活環境の確保に向けた

対策が重要な課題となっています。 

豪雪による公共交通機関への影響が大きいことから、幹線道路を中心に、生活道路

や通学路、歩道の除雪等より一層の除排雪体制の強化に努めていく必要があります。 

   高齢者や障がい者世帯等にとっては、屋根の雪降ろしや敷地内の除雪、特に道路除

雪後の玄関前や車庫前の置き雪の処理は大きな負担になっています。こうした除雪作

業が困難な方に対しては、近所での助け合いやボランティアによる共助、そして行政

による公助を組み合わせた支援体制の構築が求められています。 

   雪の問題は、将来のまちづくりを考える上で非常に重要ですが、流（融）雪溝等の

整備が遅れており、最終的には流末の問題等も含めた整備計画の策定が急がれます。 
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   今後は、官民を挙げた除雪・克雪・親雪・利雪等戦略的な雪対策計画の策定と着実

な実行が求められています。 

 

 ウ．公共交通 

当町の公共交通は、鉄道、路線バス及び市町村運営有償運送等で構成されています。 

   町内の鉄道の要となる駅は、第三セクターの青い森鉄道㈱（以下「青い森鉄道」）

の野辺地駅で、同社が運行する青い森鉄道線（青森～野辺地～三沢～八戸～目時）の

ほか、東日本旅客鉄道㈱（以下「ＪＲ」）が運行するＪＲ大湊線（野辺地～陸奥横浜

～大湊）が乗り入れています。なお、町内には、野辺地駅（青い森鉄道）、北野辺地

駅（ＪＲ）、有戸駅（ＪＲ）の３駅があります。 

   平成 22年 12 月の東北新幹線全線開業に伴い、ＪＲ東北本線八戸・青森駅間が青い

森鉄道に移管され並行在来線となりましたが、両駅までの所要時間や新幹線との乗継

時間の増大等を要因として観光客を含めた利用者数が減少しているほか、特急の停車

が無くなったことや、当町最寄りの高速交通機関への接続点が東北新幹線七戸十和田

駅となったことから、従来の野辺地駅がもたらした賑わいも衰えが見えます。 

   バスについては、十和田観光電鉄㈱と下北交通㈱の民営２社が、町内路線の野辺地

市内線等のほか、当町と十和田市、むつ市、青森市、六ヶ所村を結ぶ路線を運行して

おり、他に平内町の町民バスが１日１便野辺地駅まで乗り入れしていますが、町内の

一部には公共交通空白地帯がある状況です。高速バスは、国際興業㈱、弘南バス㈱の

民営２社が、野辺地駅から首都圏までの運行をしています。 

   そのほか、お客様無料送迎バス等が運行されており、これらで移動する方は公共交

通を利用しないという地域交通の特色があります。 

   野辺地町地域では、人口減少・少子化による通学者の減少等により、バス利用者の

減少が続き、採算性の問題から運行便数・路線数が減少傾向にあります。 

   公共交通機関は、通勤・通学、買い物、通院、旅行等の重要な交通手段であり、今

後は、近隣町村との調整を行いつつ、コミュニティバスや乗合タクシー等の手法の検

討を含めて、維持・確保に努めていく必要があります。 

   自家用車を利用することが多い町民等にとって、自宅や町から目的地に向かう交通

に関しては、今は比較的良い状況ですが、今後高齢化が進み、車を運転できない一人

暮らし老人等が増えていくことが予想される社会状況の中においては、将来の生活交

通路線の維持は重要な課題です。 

   町民、事業者、町の協働により、お客様送迎バス等によるサービスと公共交通の維

持存続のバランスを図る等、持続可能な生活交通手段を存続していかなければなりま

せん。 

   一方、観光客や出張者等、町に入ってきた方が利用できる二次交通体系については

依然として整備が不十分な状況にあり、移動の利便性確保が大きな課題となっていま

す。 

   また、町外を含めた中核病院、産科、小児科への通院等についても、公共交通の確
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保や交通費助成により、町民移動利便性を高める必要があります。 

 

（２）その対策 

 ア．道路・交通網 

   道路交通網の充実は、生活の利便性や産業の活性化のために重要であることから、

町道については、円滑な交通の確保、交通安全、景観面、防災面等にも配慮しながら

計画的な整備を図ります。 

   また、国道４号・279 号や県道水喰野辺地線、馬門野辺地線、野辺地野辺地停車場

線をはじめ、近隣市町村を結ぶ連結道路等、町の骨格となる国道・県道の整備を働き

かけ、広域道路網の充実を促進しながら、町道支線の道路・歩道・側溝等の整備を積

極的に図ります。 

 

 イ．雪対策 

   県内有数の豪雪地帯である当町にとって、雪対策は重要な課題であることから、冬

期間の交通や安全を確保するため、町民と協力しながら効率的な除排雪体制の拡充に

努めます。また、流（融）雪溝の整備を検討するとともに、親雪や利雪の考え方に基

づいた雪と共存するまちづくりにも取り組みます。さらに、地域やボランティア組織

等が行う除雪活動を積極的に支援します。 

  

ウ．公共交通 

   東北新幹線の全線開業による諸問題を解決するため、青い森鉄道の確実な運行と経

営安定化を支援していくとともに、鉄道施設の有効活用と周辺施設の整備を検討し、

観光との連携による活性化に努めます。また、バスについては、子どもや高齢者、障

がい者等の交通弱者の救済のための交通システムを検討するとともに、路線バスの維

持対策に努めます。 

さらに、公共交通の利用者増を図るため、広報誌やホームページの活用や地域住

民・町内企業とのコミュニケーションを通じたモビリティ・マネジメントの実施によ

り、利用促進を訴えていきます。 

 

上記アからウに記載した全ての施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管

理計画との整合を図り、長寿命化や集約化を行うものとします。 

 

 

（３）計 画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備 考 
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交 通 施 設
の整備、交
通 手 段 の
確保 

(1)市町村道    

道 路 町道舗装新設事業 船橋線 L=113m 町  

 町道舗装新設事業 中道支線 1 号線 
L=50m 

町 
 

 町道舗装新設事業 中道支線 2 号線 
L=55m 

町 
 

 町道舗装新設事業 大月平支線 9 号線 
L=120m、大月平支線 16号線 L=45m 

町 
 

 町道道路改良事業 大月平支線 13 号線 
L=180m 

町 
 

 町道舗装新設事業  市内支線 89 号線 
L=21m 

町 
 

 町道舗装新設事業  市内支線 36 号線 
L=105m 

町 
 

 町道舗装新設事業 市内支線 60号線 Ｌ＝
139ｍ 

町 
 

 町 道 舗 装 新 設 事 業  烏 帽 子 岳 線 (B) 
L=1,400m 

町 
 

 町道舗装新設事業 鳴沢中屋敷支線 1 号線 
L=115m 

町 
 

 町道舗装新設事業 八ノ木谷地 3 号線 
L=65m 

町 
 

 町道舗装補修事業 馬門支線 2号線 L=94m 町  

 町道舗装新設事業 市内支線 75 号線 
L=60m 

町 
 

 町道舗装新設事業 御手洗瀬・槻ノ木支線
2号線 L=187m 

町 
 

 町道舗装新設事業  市内 144 号線 
L=31m 

町 
 

 町道舗装新設事業 市内支線 52 号線 
L=83m 

町 
 

 町道舗装補修事業 淋代線 L=280m 町  

 町道舗装新設事業 市内支線 25 号線
152号線 L=145m 

町 
 

 町道舗装新設事業 切明支線 6 号線 
L=50m 

町 
 

 町道道路改良事業 淋代支線 3号線 L=90m 町  

 町道舗装新設事業  市内支線 93 号線 
L=50m 

町 
 

 町道舗装新設事業  市内支線 94 号線 
L=100m 

町 
 

 町道道路改良事業 石神裏支線 4 号線 
L=100m 

町 
 

 町道道路改良事業 市内支線 28 号線 Ｌ
=94m 

町 
 

 町道舗装維持事業 鳥井平松ノ木線、道
路改良 L=365m、舗装維持 L=1,200m 

町 
 

 町道側溝新設事業  市内支線 30 号線 
L=165m 

町 
 

 町道側溝新設事業  市内支線 80 号線 
L=200m 

町 
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 町道舗装維持事業 観音林脇線  L=429m 町  

 町道舗装維持事業  下町・一ノ渡線 
L=1,730m 

町 
 

 町道側溝改修事業  市内支線 9 号線 
L=160m、城内桜町線 L=290m 

町 
 

 町道道路改良事業  市内支線 44 号線 
L=210m 

町 
 

 町道側溝改修事業 切明支線 1 号線 
L=130m 

町 
 

 町道整備・測量設計事業 町道改良事業
に伴う測量設計 

町 
 

 町道道路新設事業 ときわ団地３号線 
L=50m 

町 
 

 自然災害防止事業 町道烏帽子岳線落
石防止 

町 
 

 町道道路改良事業 陣場川原線 L=142
ｍ 

町 
 

 擁壁設置事業 稲荷道路線 Ｌ＝54ｍ 
Ｈ＝1.5m 

町 
 

 町道舗装新設事業 古戦場線 L=145m 町  

 町道舗装新設事業  馬門支線 5 号線 
L=140m 

町 
 

 町道舗装新設事業 石神裏支線 3 号線 
L=135m 

町 
 

 町道道路改良事業 獅子沢支線 L=160m 町  

橋りょう 獅子沢跨線橋橋梁補修(耐震化) 町  

 橋梁長寿命化修繕計画事業 中渡橋他
橋梁補修 

町 
 

 橋梁長寿命化修繕計画事業 新田橋他 2
橋橋梁補修 

町 
 

 橋梁長寿命化修繕計画事業 烏帽子四
番橋ほか１橋橋梁補修 

町 
 

 橋梁長寿命化修繕計画事業 響き橋ほか
３橋橋梁補修 

町 
 

(6)自動車等    

自動車 施設管理車両整備事業 町  

(8)道路整備
機械等 

除雪機械整備等事業 町 
 

 道路環境整備事業 町  

(10)その他 駅前広場改修事業 町  

 交通安全施設整備事業 町  

過疎地域持続的発展特別事業 

公共交通 バス路線維持費補助金 
（事業内容） 
バス事業者の路線維持のための補助金 
（必 要 性） 
路線の維持による交通弱者等の交通の

バス事業者 
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確保 
（事業効果） 
公共交通網の維持 

 地域公共交通計画策定等事業 
（事業内容） 
地域公共交通網形成計画策定及びモビリ
ティ・マネジメントの実施 
（必 要 性） 
「地域にとって望ましい公共交通のす
がた」を明確化し、計画的な取組を推進
する 
（事業効果） 
持続可能な公共交通の維持 

町 

 

その他 町道路面性状調査事業 
（事業内容） 
路面状態の把握による修繕候補箇所の抽
出 
（必 要 性） 
道路舗装を計画的に実施でき、第三者被
害防止のための舗装修繕への迅速な対
応が可能となる 
（事業効果） 
安全安心な住民生活及び交通の確保 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  公共施設等総合管理計画では、道路・交通網及び橋りょうについて 

  ・利用状況や地域の意向等を踏まえ、維持管理の実施計画を作成し、効率的・効果的 

な維持管理に取り組みます。また、突発的な財政負担を強いる対症管理型の維持管 

理から予防保全型の維持管理にすることで財政負担の平準化を図ります。 

  ・既に策定した「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、維持管理方法を事後対策（損傷 

が発生してから対処）的なものから予防保全（壊れる前に対処）的なものとし、将 

来にわたる維持更新コストを最小化する方向に転換します。 

・「いつ、どの橋りょうに、どのような対策が必要か」をアセットマネジメントによ 

り的確に判断のうえ、橋りょうの長寿命化を図り、将来にわたる維持更新コストの 

大幅な削減を実現します。 

上の３点を基本方針として掲げています。これらの基本方針に基づき、整合性を図 

 りながら、過疎地域対策に必要な事業を適切に実施します。また、予防保全型の維持管 

 理を行い、維持管理コストの最小化を目指します。 

 このことから、当該項目に掲げる公共施設等の整備については、公共施設等総合管理

計画に適合しています。 
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６．生活環境の整備 

方針 

「東日本大震災」以降、特に重要視されている、防災・減災に対する取組を推進し、

町民の安全・安心の確保を図るとともに、多様かつ複雑化した災害に備えた体制づくり

を行います。 

  このような取組強化を目的として防災計画等の修正を行い、各種の防災訓練を実施す

るとともに、自主防災組織の充実・育成に努め、「自助」、「共助」、「公助」の意識を醸

成します。 

  防犯では、関係団体と連携して防犯活動を推進し、多様化・巧妙化している犯罪の発

生防止活動に努めます。 

交通安全では交通弱者と呼ばれる子どもや高齢者の事故の発生を防止し、町民が安心

して生活できるよう生活環境の整備に努めるとともに、悲惨な交通事故から町民を守る

ため、各種の啓発活動を継続的に行います。 

積雪・寒冷地という地域下にあっても、除排雪の充実、屋根雪対策、雪捨て場の確保

等に努め、快適な住環境を維持します。また、空き家対策として適正な管理・撤去を促

すとともに、若者等向け住宅等の整備や空き家等バンク制度の活用により、Ｕ・Ｉター

ン者の定住を促進します。 

  快適な生活を送るために必要な住宅や上下水道、生活に潤いを与える公園・緑地等の

生活環境の整備に努めます。 

環境保全対策や廃棄物対策等を積極的に推進し、誰もが住みよい郷土を創造します。 

 

（１）現況と問題点 

ア．消防・防災 

常備消防は、北部上北広域事務組合（野辺地町、横浜町、六ヶ所村）により組織さ

れ、当町に消防本部が設置されています。現在、上十三地域４消防本部（十和田、三

沢、北部上北、中部上北）が連携し、「上十三地域４消防本部消防通信指令事務協議会」

を設置、平成 28年４月から消防指令業務の共同運用を開始しています。 

平成 31年３月の「第２次青森県消防広域化推進計画」において、将来にわたる持続

可能な消防本部体制として「県内３圏域」又は「全県一区」という「将来の消防のあ

るべき姿」が示されました。消防本部の広域化に向けた議論が行われている一方で、

いかなる災害にも対応できるよう、消防装備や訓練施設等の整備・更新及び職員の勤

務環境の充実が求められています。 

非常備消防は、野辺地町消防団が１本部８分団で組織され、約 160 名の団員が活動

しています。今後も団員の確保と育成を図るとともに、消防施設の整備・更新に努め

ていく必要があります。 

また、救急の出動件数は、近年 500 件を超える出動件数となっています。交通事故

や複雑多様化する疾病、労働災害等の発生に伴う出動要請に迅速に対応し、救命率の
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向上を図ることが課題となっています。 

防災対策については、これまでに洪水・土砂災害ハザードマップ及び、地震・津波

ハザードマップの毎戸配布等による情報提供や、防災行政無線及び消防資機材・設備

の整備等防災機能の強化を図ってきました。さらなる防災力向上に向け、避難所機能

強化を図るため、プライバシーに配慮した避難用品や感染症対策を踏まえた備蓄品等

の充実が求められています。 

風水害・地震災害については、令和３年５月に災害対策基本法が改正され、警戒レ

ベル４の避難勧告と避難指示を「避難指示」に一本化、警戒レベル５を「緊急安全確

保」とする等避難情報が改善されました。これを受け「避難勧告等に関するガイドラ

イン」が名称を含め改正され、「避難情報に関するガイドライン」が公表されました。 

これに伴い、野辺地町地域防災計画の修正を行い、さらに「避難情報」の発令基準

や伝達方法の見直しが必要とされています。今後も「地域防災計画」に基づきながら、

的確な災害予防と災害時の応急対策に努めていくことが重要となっています。 

原子力災害については、東通原子力発電所に係る防災対策を重点的に行う地域の範

囲の変更により、目ノ越地区が、緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）に指定さ

れたため、平成 25年３月に策定した野辺地町地域防災計画（原子力編）を平成 31 年

３月に修正、合わせて原子力災害住民避難計画を修正しました。今後も国及び県と連

携し、防災訓練を行う等災害対策に努めていく必要があります。 

 

 イ．防犯・交通安全 

社会環境の変化とともに犯罪そのものが多様化し、また、振り込め詐欺や架空請求

詐欺等、その手口は悪質・巧妙化しています。また、犯罪の低年齢化や携帯電話等端

末の普及等高度情報化により未成年者が巻き込まれるケースも増加し、社会的な問題

となっています。 

   これまで当町では、町防犯協会等関係団体等の協力のもと、地域防犯活動に取り組

んできました。 

   「犯罪のない、安全で住みよい野辺地町」の実現は町民共通の願いです。今後も、

地域ぐるみで犯罪のない環境づくりを推進するとともに、防犯基盤の整備や防犯体制

の充実を図っていく必要があることから、関係団体と連携し、防犯パトロールをはじ

めとした防犯活動の推進に努めていく必要があります。 

   交通安全については、平成８年に全国で最初に「交通安全に関する条例」を制定し、

様々な交通安全対策に取り組んでおり、その成果として、令和３年４月 18 日に「交

通死亡事故ゼロ 2,500 日」を、令和３年６月 14 日「交通死亡事故ゼロ７年」を達成

しました。今後も、交通弱者と呼ばれる子どもや高齢者を中心に交通安全意識を高め

る啓発活動を行っていくとともに、野辺地警察署及び交通安全関係団体と連携し、運

転マナーや交通ルールを遵守するという意識の高揚に努めていきます。また、子ども

たちを交通事故から守るため、幼児期からの交通安全教育の実施に力を入れていくこ

とが求められています。 
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 ウ．上水道・下水道 

水道は、町民の健康で文化的な生活を支えるライフラインとして、また、社会経済

活動を営むうえで必要不可欠な基盤施設です。 

   当町の水道は、昭和 40年に計画給水人口 17,000 人、計画１日最大給水量 3,400㎥

とする上水道として創設されました。その後、住宅地の拡大や人口の増加、市街地の

都市化や生活様式の多様化により、水道施設を３次にわたり拡張し、平成元年には、

計画給水人口 20,640人、計画１日最大給水量 11,010㎥、令和２年に給水普及率 99.5％

に達し、現在に至っています。 

   当町の主な水源は、新田地区と琵琶野地区の自噴の地下水であり、それぞれの水源

地から導水管で浄水施設ヘ運び、浄水処理後に各家庭に給水しています。 

   今後も、安全な水の安定した給水を図っていくため、節水意識の啓発や、老朽施設

の計画的な更新、災害時の給水体制の確保、経営の効率化等を進めていく必要があり

ます。 

   下水道事業については平成 30 年度に廃止となり、代替方法として合併処理浄化槽

の普及促進を図っています。現在は新築住宅に設置が義務付けられたことや、住宅改

修に伴う単独浄化槽からの転換により合併処理浄化槽の普及が促進し、令和２年４月

１日において水洗化率が 82.6％となっています。 

   陸奥湾や野辺地川水系等の公共水域の環境を保全することを通じて住環境の保全

を図ることにより地域の継続的な発展につなげるため、合併処理浄化槽の整備の促進

を図っていく必要があります。 

 

 エ．景観・環境・廃棄物 

   遊休農地や森林等の荒廃、多様な素材や色彩・デザインの建築・設置物の混在等は、

統一のとれた落ち着いた景観形成を阻害する要因となっています。さらに、町内の河

川では、樹木や雑草の繁茂が進んでおり、景観への影響だけでなく、有害鳥獣の営巣

地となる等多方面に影響が及んでいます。 

   自然環境については、地球規模での環境問題となっている地球温暖化の防止が大き

な課題となっており、2050 年までに国が目指す、温室効果ガスの排出を全体としてゼ

ロにする「脱炭素社会（カーボンニュートラル）」に向け、当町としても各種対策に

取り組んでいく必要があります。 

近年、循環型社会形成推進法を柱に、廃棄物処理法の改正をはじめ３Ｒを基調とし

た法体系が整備され、循環型社会の形成を目指す取組が進められています。 

   当町においても、国による資源、廃棄物等の分別回収・再資源化・再利用について

定めたリサイクル法の制定に伴い、一般廃棄物(ごみ)処理基本計画を策定し、可燃、

不燃、ペットボトルなど７つに分別してごみの収集を行っています。収集された可燃

ごみ、空き缶、びん、ペットボトル、粗大系ごみは北部上北広域事務組合「クリーン・

ペア・はまなす」で、不燃ごみは町の「一般廃棄物最終処分場」で処理を行っていま

す。また、紙類は業者引渡しにより処理しています。 
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   衣類回収については、平成 28年にイベントによる回収を、平成 29年度からは拠点

回収として実施し、令和元年度の回収量は 4.25ｔとなっています。 

ごみについては、埋め立て処分するごみを限りなくゼロに近づけるゼロ・エミッシ

ョンを目指し、今後も３Ｒを一層推進していくことが求められています。これらの取

組を続け、可燃処分、埋め立て処分するごみを減らしていくことにより設備の延命化

を図るとともに、リサイクルを促進し、当町を含めた地域の持続的発展に繋げていく

必要があります。 

   し尿及び浄化槽汚泥の処理は、下北地域広域行政事務組合において行われています。

合併処理浄化槽の設置が進むことで処理量は減少するものと見込まれますが、引き 

続き処理体制の効率化の検討が求められています。 

 

オ．住宅・宅地・定住環境 

平成 27年の国勢調査によると、当町の住宅は、一般世帯数 5,422 世帯のうち、持ち

家は 4,156 世帯、公営等の借家 73 世帯、社宅・寮等の給与住宅 103 世帯、民間借家

1,013 世帯、間借 77 世帯となっています。持ち家は一般世帯の 76.7%を占め、全県平

均の 71.2%、全国平均の 62.3%をともに上回っています。 

   国では、これまで、昭和 41 年以降８次にわたる住宅建設５カ年計画に基づき、人

口増に対応する住宅の充足や住宅困窮者の解消等の政策が進められてきました。 

当町では敦平団地、みどりヶ丘団地、駅前団地、前平団地の４つの町営住宅に、総

計 74世帯分の住居を確保しています。 

   当町の住環境は、持ち家率や一世帯当たり延べ床面積等はほぼ良好といえますが、

今後は、耐震性等の住宅性能や、環境・景観への配慮等の居住環境水準等、質の面を

重視した住宅政策を総合的に推進していくことが求められています。また、ファミリ

ー層やＵ・Ｉターン層等、新規の住宅ニーズに対応するとともに、空き家を活用した

若者定住施策を推進する等、良好な住宅・宅地の供給を誘導していくことが必要です。

さらに、中心市街地の低未利用地等の有効活用を図り、日常生活に便利なコンパクト

なまちづくりに努めていく必要があります。 

 

（２）その対策 

ア．消防・防災 

   常備消防（広域消防）と非常備消防（消防団）が連携し、防火意識の啓発、人材の

育成・確保、消防資器材の充実、初期救急救助体制の整備等、消防・救急体制の充実

に努めます。また、町民の生命・身体・財産をあらゆる災害から守るための意識啓発

を図りながら、自主防災組織の育成や自然災害対策を強化し、地域防災力の向上を図

ります。さらに、令和２年度に作成した洪水・土砂災害ハザードマップのほか、地震・

津波ハザードマップを作成・活用し、日頃から災害に備えた体制を整えるとともに、

交通事故や複雑多様化する疾病、労働災害等の発生に伴う出動要請に迅速に対応し、

救命率の向上を図ります。 



 44 

 イ．防犯・交通安全 

   防犯体制の強化や交通安全対策の推進により、町民が安心・安全な生活を送ること

ができる環境を整備します。 

 

 ウ．上水道・下水道 

   安全で清浄な水を安定的に供給するため、水源の確保や水道施設の維持・充実を進

めるとともに、安全で美味しい水の安定供給のため、老朽化した水道管の更新に取り

組みます。また、利用者へのサービスの向上に努めるとともに節水意識を啓発し、限

られた資源である水の有効活用を図ります。 

下水道については、河川等の水質の保全と快適な生活環境の形成に向け、家庭や事

務所等への合併処理浄化槽設置を促進し、生活排水の適切な浄化に努めます。 

 

 エ．景観・環境・廃棄物 

   恵まれた自然を将来にわたって維持するため、自然環境の保全・再生に努めます。

山岳地域や陸奥湾海岸地域の活用により、自然とふれあう機会の充実を図りながら、 

不法投棄監視員等を設置する等、町民との協働により不法投棄の撲滅に努めます。 

省エネルギー・新エネルギーの導入推進を図るため、学校教育や地域活動等を通じ、

地球温暖化防止と環境美化等環境保護思想の普及啓発に努めます。 

循環型社会の実現に向け、廃棄物の排出をできるだけ抑制（リデュース）し、排出

された廃棄物については、極力、再利用（リユース）、再生（リサイクル）を行う取

組を進めます。そのため、広域連携により長期的な廃棄物処理体制の確保に努めると

ともに、生ごみの堆肥化や資源リサイクル活動を積極的に促進し、排出量の削減を図

ります。また、適正閉鎖が求められている一般廃棄物最終処分場については、水質検

査等の管理を継続しながら、適正閉鎖に向けた取組を推進するものとします。 

 

オ．住宅・宅地・定住環境 

   若者やＵ・Ｉターン者の定住促進や高齢者の住宅確保のため、町営住宅の改善・拡

充を促進します。空き家については、解体・撤去対策を進めるとともに、空き家等バ

ンク制度等による有効活用を図ることで若者等の定住促進を図ります。また、自然環

境に配慮しながら、計画的な住宅・宅地の供給と浄化槽改修等に取り組み、住居環境

の改善を図るとともに、コンパクトなまちづくりを進めます。 

 

上記アからオに記載した全ての施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管

理計画との整合を図り、長寿命化や集約化を行うものとします。 

 

（３）計 画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 事 業 名 事  業  内  容 事業 備 考 
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施策区分 （施設名） 主体 

生活環境の
整備 

(3)廃棄物処
理 

  
 

 ごみ処理施設 寺ノ沢ごみ埋立地適正閉鎖事業 町  

  一般廃棄物最終処分場維持補修事業 町  

  ごみ処理施設改修事業（クリーンペア
はまなす） 

北部上北広

域事務組合 
 

  一般廃棄物収集運搬事業（ハード） 町  

 (4)火葬場 火葬場施設改修事業 北部上北広

域事務組合 
 

 (5)消防施設 消防車両整備事業 北部上北広

域事務組合 
 

 
 消防団装備整備事業 北部上北広

域事務組合 
 

  消防団車両更新整備事業 町  

  消火栓新設工事事業 町  

  災害対応ドローン整備事業 北部上北広

域事務組合 
 

  高機能消防指令施設整備事業 北部上北広

域事務組合 
 

  消防救急デジタル無線施設整備事業 北部上北広

域事務組合 
 

 (8)その他 急傾斜地崩壊対策事業 町  

 過疎地域持続的発展特別事業 

 

生活 浄化槽設置整備事業 
（事業内容） 
新築、改築、建て替えで合併処理浄化
槽を設置する方に対し補助金を交付す
る 
（必 要 性） 
住環境の保全 
（事業効果） 
新築住宅を検討している移住者の増
加、人口の増加 

町 

 

 

環境 野辺地町ブロック塀耐震改修促進支援
事業 
（事業内容） 
通学路や避難路沿道の倒壊等の危険性
があるブロック塀の除去等を実施する
者に対する補助 
（必 要 性） 
地震により倒壊したブロック塀による
人的被害や避難・救助活動の妨げの回
避 
(事業効果） 
ブロック塀倒壊による災害等の回避 

町 

 

 
 一般廃棄物最終処分場水質等管理事業 

（事業内容） 
一般廃棄物処分場の延命化を図るため

町 
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の水質検査等の実施 
（必 要 性） 
長期適正運営の実現 
(事業効果) 
公共施設の適正管理による経費削減 

 

 公共施設等環境整備事業 
（事業内容） 
公園、町営住宅及び福祉施設の環境整
備の実施 
（必 要 性） 
設備等の長寿命化 
(事業効果) 
公共施設の適正管理による経費削減 

町 

 

 

危険施設撤去 寺ノ沢ごみ埋立地適正閉鎖事業（水質
検査・ガス検査） 
（事業内容） 
寺ノ沢ごみ埋立地適正閉鎖に向けた地
質調査等基礎調査の実施 
（必 要 性） 
基準命令違反の是正 
（事業効果） 
安全安心な生活環境の整備 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  公共施設等総合管理計画では、その他行政系施設（野辺地消防署(防災倉庫)、消防分 

団屯所等）については 

   ・計画的に点検や改修等を行い、長寿命化を推進します。また、老朽化が著しいもの 

   については解体を検討します。 

  上水道施設については 

  ・定期的な点検等を継続的に実施し、適切な維持管理・修繕・更新等を計画的に実 

施し、長寿命化を推進することでトータルコストの最小化に努めます。また、老朽 

化が著しいものについては解体撤去を検討します。 

廃棄物処理施設（供給処理施設）については 

・一般廃棄物最終処分場については、計画的に点検や改修等を行い、長寿命化を推進 

します。 

  公営住宅等については 

・「野辺地町公営住宅等長寿命化計画」（令和３年１月）に基づき、敦平団地について

は全住棟で耐用年数を経過していることから用途廃止の方針とし、民間事業者によ

る土地の有効活用を含め、検討します。 

・みどりヶ丘団地、駅前団地（Ａ棟・Ｂ棟）、前平団地については、今後の超高齢化社

会に向けた「歩いて暮らせる居住環境」として長寿命化計画による維持管理・改善

を推進します。また、今後民間事業者等と協働して集約・再編等の可能性や有効活

用による地域ニーズへの対応について検討します。 

  上のような基本方針を掲げています。これらの基本方針に基づき、整合性を図りなが 

ら、過疎地域対策に必要な事業を適切に実施します。また、計画的に点検・改修を実施 
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し、長寿命化を推進します。 

 このことから、当該項目に掲げる公共施設等の整備については、公共施設等総合管理

計画に適合しています。 
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

方針 

共働きや核家族等、社会構造が大きく変化している中においても、町の将来を担う世

代を育み、安心して子育てできる環境づくりを進めます。 

深刻な少子化が進む中、子育て支援の充実と子育てしやすい地域づくりに向け、小児

科医師の確保の継続や、医療・保健アプリの活用、オンライン手続きの推進による保護

者の負担軽減、保育環境の充実、子育て支援体制の拡大を推進します。 

また、健康寿命延伸のため各種健（検）診を実施するとともに、受診後のフォロー体

制の充実に努める等、保健活動の充実とともに医療機関や関係機関と連携した各種健康

づくり事業を展開し、明るく健康で活力ある地域社会の実現を目指します。 

  中核病院や産科医療機関への受診等については、近隣市町村を含む通院や緊急時搬送

体制の充実強化を図り、町民の利便性を高めていくことで、救急時の不安や通院等にか

かる負担を軽減します。 

介護保険等各種制度の運用を円滑に進め、高齢者等が安心して暮らせる支え合いの町

づくり、いわゆる地域共生社会が実現するよう、福祉、保健、医療、地域住民等が連携

し、一体となった包括的支援体制の構築を進めます。 

 

（１）現況と問題点 

 ア．子育て支援・児童福祉 

少子化の進行は、労働人口の減少や社会経済の活力の低下、社会保障負担の増加等、

様々な影響を社会に及ぼしています。 

   令和 22 年（2040 年）の人口を推計した日本創成会議は、出産可能な年齢の女性及

び出生数の減少により消滅の可能性がある自治体も多くあると発表したことから、子

育て支援等は喫緊の重要な施策であるという認識がますます高まっています。 

   当町の年間出生数を５年間ごとの平均でみると、令和元年は 56 人、令和２年は 38

人、令和３年は 31人、令和４年は 39人、令和５年は 31人と令和２年以降 30人台で

推移しています。また、合計特殊出生率は、平成 30 年は 1.31、令和元年は 1.23、令

和２年は 1.16、令和３年は 1.19、令和４年は 1.14 と令和２年以降は 1.2 を下回って

います。 

児童福祉施設は、町立児童館が１館と私立保育園が４園（分園含む）あり、保育園

については合わせて 195 人の定員に対し、入所児童数は令和７年４月１日現在で 174

人となっています。今後、女性の社会進出や核家族化の増加等によりますます多様化

していく保育ニーズへの対応に努めるとともに、平成 27年４月から施行された「子ど

も・子育て支援制度」により、幼稚園と保育園の機能を併せ持ち、教育・保育を一体

的に行う「認定こども園」の普及や、幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て

支援の量の拡充や質の向上を進めていく等の取組が求められています。 

   現在の社会状況等からみて、急激に出生数が増加する可能性は低いものの、出産・
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育児をする人が、当町において安心して子どもを産み育てることができるよう、令和

７年３月に策定した「第３期野辺地町子ども・子育て支援事業計画」を踏まえた充実

した子育て環境の構築に向けた取組が必要とされています。 

 

イ．高齢者福祉 

当町における 65 歳以上の高齢者人口は、令和７年３月末の住民基本台帳で 4,800

人と総人口の 40.9％を占めています。また、社人研推計によると、令和 12 年にはそ

の割合が 44.9％に達し、これ以降も緩やかに上昇が続くとされています。 

   介護保険事業については、令和７年３月末において、65歳以上の第１号被保険者の

うち、要介護・要支援認定者数は 901人で認定率が 18.6％、また、受給者数は 703人

で、サービス別では居宅サービスが 67.8％を占めています。 

急速に高齢化が進む中で、65歳以上の要介護の認定を受けていない高齢者を介護予

防・日常生活支援総合事業につなげ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最

後まで続けることができるよう、目指すべき姿を具体的にしながら目標を設定し、医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構

築に引き続き取り組んでいく必要があります。 

 

 ウ．障がい者（児）福祉 

平成 25年４月に障害者総合支援法が施行され、全ての国民が障がいの有無にかかわ

らず、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目指すことになりまし

た。 

当町においても令和６年に「第４次野辺地町障害者基本計画・第７期野辺地町障害

福祉計画・第３期野辺地町障害児福祉計画」をとりまとめた「野辺地町障がい者支援

計画（令和６年度～令和８年度）」を策定し、障がい者（児）の自立支援の観点から、

地域生活への移行や就労支援といった課題に対応した、障害福祉サービス等及び障害

児通所支援等の提供体制の確保を図っています。 

現状として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等については町内及び近隣市

町村のサービス提供事業者によりサービス提供ができる見込みですが、今後の利用が

見込み以上となることも想定されるため、十分なサービスを提供できるような体制の

確保が求められています。 

 

 エ．保健・地域福祉 

我が国の平均寿命は、医学の進歩や生活水準の向上により急速に伸びてきましたが、

その一方で、運動不足や食生活の変化等から生活習慣病が増加し、特にメタボリック

シンドローム（内臓脂肪症候群）の予防と、がんによる死亡を減少させることが急務

となっています。 

   当町の保健事業は健康増進センターを拠点に「健康のヘじ 21 計画」に基づいて推

進しています。特にメタボリックシンドローム対策を重視し、特定健康診査・特定保
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健指導のほか、各種栄養・運動事業を展開しています。また、乳幼児を対象とした各

種乳幼児健診、相談事業も健康増進センターで実施しているため、引き続き健康づく

りの拠点施設として機能が求められていますが老朽化が進んでいることが課題です。 

町民の死亡原因で最も多いがんについては、早期発見・早期治療を最優先とし、が

ん検診の受診率向上と必要に応じた精密検査につなげる取組を行っています。 

今後は、町民一人ひとりが自らの健康は自らつくるという意識を持ち、主体的に健

康づくりに取り組んでいくことが求められています。 

   一方、母子保健については、安全安心な出産、育児期の親子の疾病予防・健康増進

と育児不安の解消、障がい等の早期発見・早期療育等の支援、虐待予防等に向け、妊

婦・乳幼児健康診査や、訪問指導、健康相談、その他各種の子育て支援事業を推進し

ています。今後も、学校や地域との連携を一層深めながら、子どもの健やかな成長の

ための支援に努めていく必要があります。 

高齢化に伴い医療需要がますます高まるなか、身近な地域で安心して医療が受けら

れる体制を確保するとともに、近隣の医療機関との一層の連携強化を図っていくこと

が求められています。 

地域における人間関係の希薄化をはじめ、少子高齢化の進展、世帯人員の減少等、

社会構造の変化により、高齢者、障がい者及び子どもを、家族や地域社会で支える力

が弱まっています。一方、行政や民間事業者によるサービスとしての福祉には限界が

あり、それを補うものとして、ボランティア等自主的な地域福祉活動の推進が求めら

れています。 

   当町では社会福祉協議会をはじめ、民生児童委員、ボランティア団体、小・中・高

等学校、幼稚園・保育園、地域住民等が連携して地域福祉活動に取り組んでいます。 

   今後もこれらの活動を通じて福祉の心を育み、温かな地域のつながりを大切にする、

誰もが地域で安心して暮らせる風通しのよいまちづくりを推進することが求められ

ています。 

 

（２）その対策  

 ア．子育て支援・児童福祉 

深刻な少子化が進む中、安心して子どもを産み・育てられる環境づくりに向け、保

育サービスの充実や男女が共に子育てへ積極的に参画できる社会環境づくりを推進

します。また、子育て不安の解消を図るため、町内の保育園等に併設されている子育

て支援センターの機能強化に努め、世代間交流の促進や、安全に伸び伸びと遊べる場

の確保等、子どもを安心して育てられる環境づくりを進めます。また、放課後児童ク

ラブの充実や居場所づくりの開設を目指す団体への支援を通じて、子どもが安心して

過ごせる居場所を増やし、児童の安全を確保することで健やかな育成を図ります。 

 

イ．高齢者福祉 

   高齢者福祉については、高齢化の進展によりますます重要になってきています。 
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高齢者が、住み慣れた身近な地域で心身ともに健康ではつらつと暮らしていけるよ

う、介護保険制度改正への的確な対応と生活支援の積極的な展開を図るとともに、高

齢者自身の健康管理意識の高揚を促進し、高齢者の社会参加や介護予防、老人クラブ

活動等を支援するとともに、買い物協力や配達サービス等を検討するなど、生きがい

に満ちた高齢化社会を目指します。 

 

 ウ．障がい者（児）福祉 

障がい者（児）福祉については、十分なサービスを提供できるようサービス見込み

に関する情報提供を行う等、多様な事業者の参入を促進します。 

また、障がいの有無にかかわらず、そこに住む人々がお互いに交流し、支え合いな

がら生きていく共生社会の実現のため、地域で共に生活する住民としての共感や相互

理解、そして必要に応じて関係機関や関係者が支援できる体制の構築に努めます。 

 

 エ．保健・地域福祉 

保健・地域福祉については、町民一人ひとりの心身の健康に対する関心を高めるこ

とが重要です。健康維持・増進や疾病予防・早期発見、さらには生まれてくる子ども

たちの健やかな成長のため、食育の推進と乳幼児から高齢者までの保健サービスの充

実を図り、あらゆる機会を活用して生涯をにわたる住民の主体的な健康づくり活動を

促進するとともに、特定健診及びがん検診の受診率と保健指導実施率の向上に努めま

す。各種事業の実施場所として健康増進センターの適正な施設管理を行い、その延命

化にも取り組む必要があります。 

 

上記アからエに記載した全ての施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管

理計画との整合を図り、長寿命化や集約化を行うものとします。 

 

（３）計 画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備 考 

子 育 て 環
境の確保、
高 齢 者 等
の 保 健 及
び 福 祉 の
向 上 及 び
増進 

(1)児童福祉
施設 

   

児童館 児童館新築事業 町  

(3)高齢者福
祉施設 

   

老人福祉セ
ンター 

老人福祉センター管理費 町  

その他 有戸地区はまなすふれあいセンター管理
費 

町  

(7)市町村保健センター及び

母子健康包括支援センター 

健康増進センター施設改修事業 町  
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過疎地域持続的発展特別事業 

児童福祉 すこやか医療費給付事業 
（事業内容） 
ひとり親家庭の医療費（保険適用分）助成
（所得制限無） 
（必 要 性） 
対象世帯の経済的負担軽減 
（事業効果） 
福祉の増進 

町  

 子ども医療費助成事業 
（事業内容） 
小学生から高校生の医療費（保険適用分）
助成（所得制限無） 
（必 要 性） 
対象世帯の経済的負担軽減 
（事業効果） 
若い世代の定住促進 

町  

 乳幼児医療費助成事業 
（事業内容） 
未就学児の医療費（保険適用分）助成（所
得制限無） 
（必 要 性） 
経済的負担軽減による福祉の増進 
（事業効果） 
若い世代の定住促進 

町  

 妊婦のための支援給付金事業 
（事業内容） 
妊娠時に胎児１人につき５万円、出生時に
新生児１人につき５万円を支給 
（必 要 性） 
子育て世帯に対する必要な支援の実施 
（事業効果） 
子育てしやすい社会の実現 

町  

 延長保育事業 
（事業内容） 
保育時間延長による保育対応 
（必 要 性） 
共働き世帯の増加等多様な保育ニーズへ
の対応 
（事業効果） 
安心して子どもを生み育てられる社会の
実現 

町  

 放課後児童健全育成事業 
（事業内容） 
小学校低学年児童の放課後の居場所提供 
（必 要 性） 
共働き世帯増加への対応 
（事業効果） 
安心して子どもを生み育てられる社会の
実現 

町  

 障害児保育事業 
（事業内容） 
障がい児を受け入れている保育所等に保
育士等の加配を行い、実施する保育所等に
対し、対象児童１人当たり月額 70,000 円

町  
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を支弁する 
（必 要 性） 
障がい児の保育所受入を促進 
（事業効果） 
障がい児福祉の向上 

 子育て応援事業 
（事業内容） 
町に住所を有し、小学校、中学校に１年生
として入学する生徒１人につき５万円を
支給する 
（必 要 性） 
子育て世帯の経済的負担の軽減。（事業効
果） 
安心して子どもを生み育てられる社会の
実現 

町  

 多子世帯保育利用料軽減事業 
（事業内容） 
第３子以降の乳幼児の保育所等入所にか
かる利用料の軽減 
（必 要 性） 
子育て世帯の経済的負担軽減 
（事業効果） 
地域における子育て支援の充実、子育ての
不安感等を緩和し子どもの健やかな育ち
の支援 

町  

 地域子育て支援センター事業 
（事業内容） 
保育園を利用していない子どもがいる家
庭に対する、相談や交流等事業の実施 
（必 要 性） 
地域における子育て世帯を支える環境整
備 
（事業効果） 
安心して子どもを生み育てられる社会の
実現 

町  

高齢者・ 
障がい者福
祉 

要援護者除雪対策事業 
（事業内容） 
 一人暮らし高齢者世帯や障がい者世帯の
除雪。社会福祉協議会への委託事業 
（必 要 性） 
冬場の生活環境の維持 
（事業効果） 
地域福祉の充実 

野辺地町

社会福祉

協議会 

 

 外出支援サービス事業 
（事業内容） 
移送車両による、65 歳以上の高齢者等の自
宅から医療機関までの間の送迎の実施 
（必 要 性） 
公共交通機関利用が困難な方の送迎体制
の確保 
（事業効果） 
福祉の増進 

野辺地町

社会福祉

協議会 

 

 お出かけ支援タクシー利用料金助成事業 
（事業内容） 
高齢者が医療機関受診、買い物、公衆浴場
に利用するタクシーの初乗り運賃の助成 

町  



 54 

（必 要 性） 
交通弱者等の支援 
（事業効果） 
安全安心な住民生活環境の確保 

 重度心身障害者医療費助成事業 
（事業内容） 
心身に重度障がいを有する方で障害者手
帳を取得されている方に対する医療費の
助成 
（必 要 性） 
障がいのある方とその家族の経済的負担 
（事業効果） 
重度心身障がい者の健康保持と福祉増進 

町  

 自治会振興交付金高齢者人口割活用事業 
（事業内容） 
地域で高齢者の長寿を祝う事業 
（必 要 性） 
高齢者の社会参加や生きがいづくり活動
の促進 
（事業効果） 
元気な高齢者の増加による地域の活性化 

町  

 社会福祉協議会活動補助事業 
（事業内容） 
社会福祉協議会が実施する各種活動経費
に対する補助 
（必 要 性） 
当町の社会福祉の拠点であり、活動継続は
必須である 
（事業効果） 
地域福祉の増進 

野辺地町

社会福祉

協議会 

 

 民生児童委員協議会活動補助事業 
（事業内容） 
民生委員児童委員協議会の活動及び運営
に係る経費補助 
（必 要 性） 
住民の生活支援や相談対応 
（事業効果） 
社会福祉の増進 

町  

健康づくり メタボリック症候群予防事業 
（事業内容） 
メタボリック症候群予防のための運動事
業、食生活改善事業の実施 
（必 要 性） 
健康増進、健康寿命延伸 
（事業効果） 
健康寿命の延伸と医療費の抑制 

町  

 こころの健康づくり事業 
（事業内容） 
傾聴サロン、ここの健康相談、講演会、SOS
の出し方教育、ネットワーク会議等を実施 
（必 要 性） 
自殺対策 
（事業効果） 
自殺による死亡者数の減少 

町  

 その他 妊婦健康診査、妊産婦アクセス支援事業 
（事業内容） 

町  
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妊婦健康診査費及び妊産婦健診等のため
の交通費等の助成 
（必 要 性） 
妊産婦の経済的負担軽減 
（事業効果） 
出生数の維持 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  公共施設等総合管理計画では、福祉系施設について 

   ・（児童館について）児童数の推移を見据えつつ、更新や用途廃止を検討します。施 

設の更新などにあたっては集約化を進めることや他の機能の施設との複合化を検 

討します。 

・（その他の福祉系施設について）人口減少に伴う、利用需要の変化や地区の実情を 

考慮して施設のあり方を検討します。 

上の２点を基本方針として掲げています。これらの基本方針に基づき、整合性を図り 

ながら、過疎地域対策に必要な事業を適切に実施します。また、今後の人口減少を見据 

え、施設の集約や複合化等、施設のあり方の検討をします。 

 このことから、当該項目に掲げる公共施設等の整備については、公共施設等総合管理

計画に適合しています。 
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８．医療の確保 

方針 

  中核病院や産科医療機関への受診等について、通院や緊急時搬送体制の充実強化を図

り、町民の利便性を高めていくことで、救急時における不安や通院等に係る負担を軽減

します。 

 

（１）現況と問題点 

当町の医療体制については、公立野辺地病院のほか民間の病院・診療所が３か所、

歯科診療所が７か所あります。救急医療については、初期救急医療は公立野辺地病院、

十和田市立中央病院が、救命救急医療は青森県立中央病院が担っています。 

町内には産科医療機関がなく、開業医数も減少している中で、県全体で医師確保対

策と配置体制が進められているほか、地域の実情に沿った対策が求められています。 

高齢化の進展に伴い医療需要がますます高まる中、身近な地域で安心して医療が受

けられる体制を確保するとともに、近隣の医療機関との一層の連携強化を図っていく

ことが求められています。 

 

（２）その対策  

   町民が安心して医療サービスが受けられるよう、公立野辺地病院をはじめとした町

内外の医療機関との連携強化、通院に係る交通手段の整備、救急キット等による救急

時のスムーズな搬送体制等、町民が安心して医療を受けることができる体制づくりに

努めます。 

 

上記に記載した全ての施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管理計画と

の整合を図り、長寿命化や集約化を行うものとします。 

 

（３）計 画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備 考 

医療の確
保 

過疎地域持続的発展特別事業 

 

その他 医療機械等整備事業（公立野辺地病院） 
（事業内容） 
２町１村で運営する病院事業の負担金 
（必 要 性） 
地域医療の維持・確保 
（事業効果） 
交通弱者や高齢者等を含めた地域住民を
受け入れする地域医療施設の安定的な維
持と地域住民の持続的な定住 

北部上北

広域事務

組合 
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 救急医療システム整備運営事業 
（事業内容） 
医療機関、自治体、消防機関が災害・救
急時に医療情報を共有するシステム整備
事業。県事業負担金 
（必 要 性） 
救急医療システムの継続的な運用 
（事業効果） 
災害時の迅速な対応 

県 

 

 

 医師確保対策事業負担金 
（事業内容） 
医師確保を目的とした県事業負担金。将
来、県内で医師として勤務を希望する者
に修学資金を貸与 
（必 要 性） 
医師不足の解消 
（事業効果） 
町内医療機関における医師確保 

県 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

医療の確保に関連する施設については、公共施設等総合管理計画に該当する個別項目

はありませんが、公共施設等の管理に関する基本的な考え方の基本方針である、 

  ①総量の適正化 保有する公共建築物の延床面積 13％縮減を目標 

  ②長寿命化の推進 

  ③民間事業者や県・近隣自治体との連携 

に基づき、整合性を図りながら地域の持続的発展に必要な事業を適切に実施します。 

このことから、当該項目に掲げる公共施設等の整備については、公共施設等総合管理

計画に適合しています。 
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９．教育の振興 

方針 

当町では、令和７年２月に今後５年間の教育行政の指針となる「第４期野辺地町教育

振興基本計画」を策定しました。計画では、『子どもたちの未来を拓く教育の実現～つな

がりが創る豊かな野辺地の教育～』を基本目標に、多様なつながりを重視し、各施策を

積極的に推進することとしています。 

学校教育では、「子どもまんなかの学び」「みんなで支える子どもの育ち」「子どもの学

びを支える教育環境」の実現を目指し、社会教育では、一人一人の学習と社会参加の支

援に努め、スポーツにおいては、活力、健康、感動を生み出すスポーツの充実を目指し

ています。 

文化では、郷土に根ざした歴史・文化・芸術の保存と活用及び継承に努めます。 

これら基本目標の実現に向け、行政と町民、各種団体が協働で取り組み、「つながり

が創る豊かな野辺地の教育」に邁進します。 

 

（１）現況と問題点 

 ア．学校教育 

現代社会においては、少子化や核家族化の進行など子どもを取り巻く環境が変化し

たことにより、家庭や地域の教育力が低下していると言われています。そのような中、

学校教育現場においては「知」「徳」「体」の調和がとれ、社会を生き抜く力を持つ児

童生徒の育成や、グローバル化や情報化の進展に対応した教育の推進が求められてい

ます。 

当町における児童生徒の学力向上については、これからの時代に求められる資質・

能力の育成のため、ＩＣＴ機器を活用した学習活動への取組が求められています。ま

た、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶことができる学校づくりが

重要と考えています。 

心と体づくりの推進については、平成 30年度に設置した教育相談室において、不登

校児童生徒への適応指導や家庭への教育相談等を継続して行っており、児童生徒の気

持ちの安定・意欲につなげています。今後は、仮に不登校になったとしても、児童生

徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を学校と連携して整

備します。 

教育環境に目を向けると、令和７年４月１日時点の小学校２校の児童数は 388 人、

中学校の生徒数は 243 人となっており、今後も児童生徒数の減少が見込まれる中にお

いて、活力ある学校づくりと適切な教育環境の充実を図るため、小学校の統合を進め

ています。また、教職員の業務は多岐にわたっています。教職員が心身に不調をきた

さないよう、多忙化解消のための取組が急務となっています。 
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 イ．社会教育・スポーツ 

   少子高齢化や人口減少、共働き世帯の増加、社会状況の変化の激しさが増すととも 

  に、いじめや不登校など、学校を取り巻く状況も大きく変化しています。こうした社 

  会を生き抜くための力を身に付けた人財を育成するため、学校・家庭・地域が連携・ 

  協働する仕組みが必要不可欠です。 

   当町では、社会教育部門においては、地域全体で子ども達の成長を支える環境づく 

  り、地域を創生する地域学校協働活動の促進、生涯学習・社会教育事業の実践者や 

  コーディネーターなどの地域活動にかかわる人財発掘・育成・資質の向上に努めてい 

ます。 

 スポーツ部門においては、健康の維持増進と体力向上を図るとともに、スポーツ活 

動を通じて、多様な世代や地域の人々が交流する機会の創出を図っていく必要があり 

ます。さらに、選手の強化・育成のためのスポーツ教室や大会イベント等の開催、気 

軽にスポーツを楽しむことのできる環境整備の重要性が高まっています。 

 

（２）その対策 

 ア．学校教育 

  〇子どもまんなかの学び 

   １ 「知・徳・体」の調和の取れた「生きる力」の育成 

    ・授業の充実 

    ・心の教育の充実 

    ・健やかな体の育成 

   ２ 夢・希望・志のはぐくみ 

    ・ふるさとに愛着と誇りを持つ教育の充実 

    ・「生きる・働く・学ぶ」をつなぐキャリア教育の推進 

   ３ 一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の充実 

    ・特別支援教育の充実 

    ・不登校児童生徒への支援 

    ・医療的ケア児、日本語指導が必要な外国につながる子どもの支援 

 

  ○みんなで支える子どもの育ち（学校や地域でのつながり） 

   １ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進 

    ・幅広い世代との交流 

    ・幼・保・小・中・高校の連携 

    ・コミュニティ・スクールの推進 

    ・高校の魅力化の支援 

    ・地域の教育力を生かす取組 

   ２ チーム支援による教育相談の充実 

    ・いじめ、不登校児童生徒、問題行動、虐待、ヤングケアラー等への対応 
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   ３ 保護者の経済的負担の軽減 

    ・就学援助費の支給、給食無償化、スクールバスの運行、大会派遣費の補助 

 

  ○子どもの学びを支える教育環境 

   １ 教員の指導力の向上 

    ・授業力向上・指導力向上のための教員研修・支援 

   ２ 教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

    ・ＡＩやタブレット端末等を効果的に活用した分かりやすい授業 

    ・授業を通じた情報モラル教育とメディアリテラシーの育成 

    ・教職員が笑顔で子どもに向き合えるよう学校における働き方改革の推進 

   ３ 安全・安心で質の高い教育のための環境整備と人的支援 

    ・学校安全の推進 

    ・学校支援員の配置 

   ４ 積極的な情報発信 

    ・児童生徒の活躍を各種媒体で発信 

  

イ．社会教育・スポーツ 

社会教育部門として、「人生 100年時代の学び直しや生涯学習の推進」「地域の強み

を生かした地域づくりを担う人財の育成」「学校・家庭・地域の連携・協働による未

来を担う人財の育成」「社会教育推進のための基盤整備」に努めます。 

スポーツ部門として、「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」「競技スポー

ツの推進」「スポーツ環境の整備・充実」に努めます。 

 

上記ア、イに記載した全ての施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管理

計画との整合を図り、長寿命化や集約化を行うものとします。 

 

（３）計 画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備 考 

教 育 の 振
興 

(1)学校教育
関連施設 

  
 

校舎 教育施設改修事業 町  

 小・中学校情報教育推進事業 町  

 統合小学校新築事業 町  

 中学校講堂長寿命化改修事業 町  

屋外運動場 各小中学校バックネット改修等事業 町  
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 中学校グラウンド改修・整備事業 町  

給食施設 給食センター改修事業 町  

 調理場機械・器具整備事業 町  

(3)集会施設、
体育施設等 

  
 

公民館 旧馬門小学校校舎等転用改修事業 町  

 中央公民館改修事業 町  

集会施設 有戸学習等供用センター改修工事 町  

体育施設 町立体育館改修事業 町  

 運動公園内改修工事 町  

 屋内温水プール改修事業 町  

 青少年体育センター改修事業 町  

 勤労青少年ホーム修繕事業 町  

 まかどスポーツセンター改修事業 町  

図書館 図書館改修事業 町  

 図書館システム更新事業 町  

過疎地域持続的発展特別事業 

義務教育 児童等学習支援事業 
（事業内容） 
様々な事情により、支援を必要とする
児童・生徒に対する学習活動上のサポ
ートを行う人材の配置 
（必 要 性） 
必要に応じたサポートにより心の安定
と問題行動の未然防止を図り安定した
学校運営につなげていく 
（事業効果） 
円滑な授業の運営と問題行動を抑制す
ることができる 

町 

 

 小・中理科等教育設備整備事業 
（事業内容） 
理科の学力向上のため理科の学習時に
支援員を配置するほか、理科教育の設
備の充実を図る 
（必 要 性） 
授業における観察実験の活動充実と理
科学力のばらつき解消のため 
（事業効果） 
理科支援員の配置により実験の頻度の
増加や観察実験を通じて児童生徒の思
考力の向上を図ることができる 

町 

 

 学校行事等支援事業 町  
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（事業内容） 
学校行事で使用するバスの借上げや各
種大会に出場する経費を支援 
（必 要 性） 
保護者の負担を軽減しながら児童生徒
が各種行事や大会等に参加出場するこ
とで様々な経験と個々の能力の育成向
上を図る 
（事業効果） 
保護者の負担軽減を図ることで、様々
な活動に参加する意欲の向上や参加し
た経験を基に活力あるまちづくりを担
う人財の確保につながる 

 英語で元気なまちづくり事業 
（事業内容） 
児童生徒の英会話コミュニケーション
能力の向上のため外国人指導助手を配
置する 
（必 要 性） 
国際化への対応として英語力や英会話
でのコミュニケーションを身に付ける
ことで児童生徒の資質の向上や異文化
への理解を深める 
（事業効果） 
英語力の向上や国際社会に貢献できる
人財の育成につながる 

町 

 

 社会科副読本編集事業 
（事業内容） 
小学校３・４年生の児童が社会科の学
習の中で郷土の理解を深めるための副
読本を発行する 
（必 要 性） 
児童が郷土への理解を深めるとともに
郷土愛を育むことにより将来的な定住
につなげる 
（事業効果） 
自分たちが生まれ育った地域の歴史を
学ぶことができるほか、郷土愛が育ま
れることで定住につながる 

町 

 

 スクールバス運転業務委託 
（事業内容） 
スクールバス運行に係る運転の業務委
託 
（必 要 性） 
一部の地域における通学手段の確保と
校外学習等学習機会の確保 
（事業効果） 
遠方からの通学となることから保護者
負担の軽減や校外学習など多様な学習
機会の提供を図ることができる 

貸切バス事

業者 

 

 教育相談室設置事業 
（事業内容） 
不登校傾向にある児童生徒の「こども
たちの心の居場所づくり」を図り、自
立に向けた支援を行う 
（必 要 性） 

町 
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不登校傾向の児童生徒が増加傾向にあ
るほか、複雑化する児童生徒に係る問
題への対応が求められるため 
（事業効果） 
対象となる児童生徒の不安解消や学習
指導を行うことで、学校復帰への一助
を担う 

 校内教育支援センター設置事業 
（事業内容） 
町立学校内への教育支援センターの設
置 
（必 要 性） 
不登校や集団生活に不適応傾向のある
児童生徒を支援するもの 
（事業効果） 
児童生徒が登校しやすい環境を提供
し、不登校の解消につなげる 

町 

 

生涯学習・ 
スポーツ 

社会体育施設備品更新事業 
（事業内容） 
各社会体育施設にある備品更新 
（必 要 性） 
競技規則等の改正により既存の備品で
は対応できていない状況の改善を図る
もの 
（事業効果） 
競技規則に合致した備品を整備し、よ
り多くの大会等が開催されることによ
る交流人口の拡大 

町 

 

 野辺地町人財育成助成金交付事業 
（事業内容） 
町内の小・中・高校を対象に東北大会
以上の大会に出場するための強化遠征
や合宿等に係る経費の一部を支援 
（必 要 性） 
各スポーツ競技の育成と保護者の負担
軽減を図りながら出場する大会での好
成績をおさめることを目指す 
（事業効果） 
スポーツを通じて心身ともに児童生徒
の健全な育成と各種目の維持強化に繋
がる 

町 

 

 社会教育・社会体育関係の講演会開催
に係る講師派遣事業 
（事業内容） 
トップアスリートや栄養学等の分野で
活躍する専門家を招聘しスポーツの魅
力や奥深さを知る機会を設ける 
（必 要 性） 
トップアスリートの生の声や専門的な
知識を学ぶことでスポーツや運動、健
康に対しての知識を得ることで健康で
明るい活力ある生活を送ることを目指
す 
（事業効果） 
全国や世界で活躍するアスリートの輩
出や健康で明るい生活の基盤を整え活

町 
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力あるまちづくりが期待される 

その他 教育振興基本計画策定事業 
（事業内容） 
教育基本法に基づき町の教育振興に係
る基本計画を策定する 
（必 要 性） 
教育振興のための施策に関する基本的
な計画を定めるため 
（事業効果） 
町の教育振興の指針となり、事務事業
の点検及び評価を行うことで、改善す
ることができる 

町 

 

 野辺地町教育振興会助成事業 
（事業内容） 
学校行事、文化・スポーツ活動費の助
成 
（必 要 性） 
学校と地域社会が相互に連携協力し、
教育・文化の向上を図り、児童・生徒
の教育水準の向上と地域住民の教育振
興に関する研修会、発表会、文化事業、
スポーツ事業等の開催を行う 
（事業効果） 
町内の児童生徒が一堂に会して交流を
深める 

町 

 

 学校部活動地域展開支援事業 
（事業内容） 
学校部活動の地域展開に当たり、生徒
を受け入れる地域クラブの活動を支援
する 
（必 要 性） 
教職員の負担軽減を図り、働き方改革
を進めるため 
（事業効果） 
学校部活動の受け皿となる地域クラブ
を支援することにより、地域の教育力
向上につながる 

町 

 

 野辺地町子ども見守り隊支援事業 
（事業内容） 
地域住民による児童生徒の登下校時の
安全確保を図る 
（必 要 性） 
町においても不審者情報が度々あるこ
とから登下校時における児童生徒の安
全確保や交通事故防止のため 
（事業効果） 
地域と一体となった児童生徒の安全確
保並びに交通事故防止対策を図ること
ができる 

町 

 

 

 読書活動推進事業 
（事業内容） 
ブックスタート事業及び読書ノートの
配布、読書調査の実施と計画素案作成 
（必 要 性） 
本に親しむきっかけづくりとし家庭に

町 
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おける読書環境の推進を図る。今後の
読書活動の推進に役立てるため子ども
の読書活動の実態調査の実施 
（事業効果） 
読書活動の推進及び情操教育、郷土へ
の愛着を醸成する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  公共施設等総合管理計画では、学校教育系施設については 

・小学校２校については、学校施設の老朽化及び児童数の減少を踏まえ、「野辺地町学

校施設等個別施設計画」（令和３年３月）及び「野辺地町立小学校統廃合基本計画」

（令和３年６月）並びに「野辺地町統合小学校新築事業基本構想」（令和６年５月）

に基づき、統合新築に向けた取組を進めます。また、統合新築後の若葉小学校につ

いては、転用等により学校施設としての用途を廃止します。 

・野辺地中学校については、計画的に点検や補修等を行い、機能や性能の保持・回復

を図る「予防保全」型の長寿命化を推進します。 

・旧馬門小学校については、複式学級の早期解消を図るため、令和５年４月に若葉小

学校に統合され、統合後は体育館を新施設条例制定の上スポーツ施設として使用し

ており、校舎については、現在利活用方法を検討している状況です。 

  ・学校給食共同調理場は、「野辺地町学校施設等個別施設計画」（令和３年３月）に基

づき、設備関係の老朽化が進んでいることから改築を検討していきます。 

生涯学習系施設については 

  ・（町民文化系施設及び図書館について）利用者数や老朽化・耐震化の状況、地区住 

   民や関係団体と協議をしながら改修や配置見直しの取組みを進めます。老朽化した 

   施設の更新等にあたっては、集約化を進めることや他の機能の施設との複合化も 

   含めて検討します。  

・民間活力の導入と併せて、効率的な施設の維持管理・運営を図るとともに継続的な

利活用を推進するとともに、情報技術等も活用し、快適な利用環境づくりを推進し

ます。 

  スポーツ・レクリエーション系施設については 

・利用者数や老朽化・耐震化の状況、地区住民や関係団体と協議をしながら改修や配 

置見直しの取組みを進めます。老朽化した施設の更新等にあたっては、集約化を進 

めることや他の機能の施設との複合化を検討します。 

・民間活力の導入と併せて、効率的な施設の維持管理・運営を図り、継続的な利活用 

を推進します。 

これらの基本方針に基づき、整合性を図りながら、過疎地域対策に必要な事業を適切

に実施します。また、社会環境の変化や地域の実情等を考慮しつつ公共施設の改修や集

約化、他の機能の施設との複合化も含めて検討を行います。 

 このことから、当該項目に掲げる公共施設等の整備については、公共施設等総合管理

計画に適合しています。 
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１０．集落の整備 

方針 

当町では 23の自治会が組織されています。ごみの回収やお祭り、防災、環境、広報 s

誌等の配布等、自治会では多岐にわたる役割を担っており、行政と密接に連携する地域

コミュニティとなっています。高齢者のみの世帯や独居高齢者が増加する中、安否確認

等自治会の担う役割は今後ますます重要となることから、集落維持対策として自治会の

組織強化を図るほか、集落支援員等の配置による見守り体制の拡充や、交通弱者対策の

検討を進めます。 

今後も増加が見込まれる空き家対策としては、その適切な撤去促進とともに、空き家

等バンク制度や空き家を活用した若者定住向け住宅の整備を促進します。  

 

（１）現況と問題点 

人口減少・少子高齢化の進展によって、高齢者のみの世帯や独居高齢者が増加してお

り、孤独死、交通弱者、冬場の除雪困難者や災害行動要支援者の増加が懸念されていま

す。当町では 23 の自治会が集落維持の大きな役割を担っていますが、組織の高齢化や

人口減少、核家族増加等による地域のつながりの希薄化等により自治会加入者の減少や

役員のなり手不足が深刻化しており、地域コミュニティの衰退が懸念されています。 

当町の空き家率は 3.54％で、全国の 13.6％を下回っていますが、高齢化の進展によ

り今後も増加が見込まれており、積極的に活用を図っていくことが求められています。 

 

（２）その対策 

地域コミュニティの活性化策として、活発な自治会活動の維持を図る目的で自治会へ

交付している補助金を継続します。また、自治会単位区毎の実情に即した取組を進める

にあたり、集落支援員の設置も検討していきます。 

広報誌の配布など行政情報の周知にとどまらず、住民との橋渡し役を担う自治会を通

じて、直接まちづくりに関する声を伺う町民との意見交換会を開催していきます。 

 

（３）計 画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 

事  業  内  容 事業 

主体 
備 考 

集落の整備 過疎地域持続的発展特別事業 

集落整備 自治会振興交付金 
（事業内容） 
自治会活動の活性化を目的に各自治会
に対して交付金を交付する 
（必 要 性） 
自治会活動の活性化及び組織の育成 
（事業効果） 
自治会の持続的発展 

自治会 
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 集落支援員設置 
（事業内容） 
集落支援員を設置し、地域の課題解決
に向けたサポートを行う 
（必 要 性） 
集落の課題や地域の声を、迅速に行政
に届ける役割を果たす 
（事業効果） 
地域の活性化及び地域の実情に応じた
支援の充実 

町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

集会所等の建物については、施設等に関する（２）対策及び（３）計画はありません。 
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１１．地域文化の振興等 

方針 

  地域に根ざした歴史、文化、民俗等を保護、活用し、地域の素晴らしさを後世に伝え

ます。また、地域の誇りと素晴らしさを内外に発信できる「人財」を育成します。 

 

（１）現況と問題点 

  歴史・文化・芸能 

当町の歴史民俗資料館には、国指定重要文化財の「土偶」・「赤漆塗木鉢」等、遺跡

からの出土品をはじめ、町の考古・歴史・民俗等に関する様々な歴史的資料が展示・

保存されています。 

また、町内には、日本遺産に認定された「浜町の常夜燈」、「のヘじ祇園まつり」等、

固有の歴史や伝統が息づく、多様な文化財が残されています。 

各種の歴史研究団体や文化・芸術に関する団体の自主的な活動がみられる一方で、

少子高齢化の進展や時代の変化とともに、次第に民俗芸能や文化財保護を担う人財不

足が懸念されつつあります。 

先人たちが残した地域の歴史や伝統文化を、引き続き継承していく必要があるとと

もに、新たな文化の創造につながる町民の文化活動を促進していくことが求められて

います。 

 

（２）その対策 

  歴史・文化・芸能 

地域の特色ある文化財等の継承に向け、文化財を保護するとともに、後世に伝える

ための人財育成や継承団体の活動支援を推進するための取組を行います。 

また、音楽や演劇鑑賞等の文化・芸術活動を積極的に進めるとともに、町民の自主

的な文化芸術活動を行う場や、学びを活かす機会の提供、文化芸術指導者・団体の育

成を図り、当町の文化的発展を図ります。 

地域文化振興施設では、当町の文化財の保存・展示・活用施設である歴史民俗資料

館の延命化のための整備、日本遺産「旧野村家住宅離れ（行在所）」を役場新庁舎建設

と併せた整備を実施し、地域文化の振興による持続可能な地域社会の形成を目指しま

す。 

 

上記に記載した全ての施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管理計画と

の整合を図り、長寿命化や集約化を行うものとします。 
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（３）計 画 

事業計画（令和８年度～12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事 業 名 

（施設名） 
事  業  内  容 

事業 

主体 
備 考 

地域文化の
振興等 

(1)地域文化
施設等 

   

地域文化振興
施設 

歴史民俗資料館改修工事 町  

 日本遺産「旧野村家住宅離れ（行在
所）・蔵付き」整備事業 

町  

その他 一里塚保全整備事業 町  

 資料館環境改善整備事業 町  

過疎地域持続的発展特別事業 

 地域文化振興 文化財保存活用地域計画策定 
（事業内容） 
野辺地町文化財保存活用地域計画の策
定 
（必 要 性） 
文化財保護法の改正に伴い、市町村に
おいても地域の文化財保存活用地域計
画を策定し、計画的に文化財の保存・
活用を行うことが求められている 
（事業効果） 
文化財の保存・活用の基本的な方向性
を明確化し、関係者の役割を明確にす
る共通の基盤となる 

町  

  文化財調査・保存・活用事業 
（事業内容） 
町の文化財保存のため、町内文化財の
調査をし、保存・整備を行い、調査結
果を報告し、文化財の認知度向上と保
護意識醸成を図る 
（必 要 性） 
地域の歴史や文化の保存・継承を図る
ため様々な取組が必要 
（事業効果） 
ふるさとを愛する人材育成、文化財を
活用した地域振興が見込まれる 

町  

  常設展示解説等更新事業 
（事業内容） 
既存展示解説や展示のリニューアルを
行う 
（必 要 性） 
資料や歴史の研究が進み解説文が古く
なっているため、来館者へ歴史を誤認
されることのないよう、現在の通説に
即した解説文への更新が必要 
（事業効果） 
来館者の満足度向上が見込まれる 

町  

 

 



 70 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  公共施設等総合管理計画では、生涯学習系施設（歴史民俗資料館）について 

  ・利用者数や老朽化・耐震化の状況、地域住民や関係団体と協議をしながら改修や配 

   置見直しの取組みを進めます。老朽化した施設の更新等にあたっては、集約化を 

   進めることや他の機能の施設との複合化を検討します。 

  ・民間活力の導入と併せて、効率的な施設の維持管理・運営を図り、継続的な利活用 

   を推進します。 

  上のような基本方針を掲げています。これらの基本方針に基づき、整合性を図りなが 

 ら、過疎地域対策に必要な事業を適切に実施します。また、社会環境の変化や地域の実 

 情等を考慮しつつ公共施設の改修や集約化、他の機能の施設との複合化も含めて検討を 

 行います。 

 このことから、当該項目に掲げる公共施設等の整備については、公共施設等総合管理

計画に適合しています。 
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１２．再生可能エネルギーの利活用の推進 

方針 

  国が、2050年までに「脱炭素社会（カーボンニュートラル）」の実現を目指している

ことを踏まえ、当町としても脱炭素社会実現に向けた各種対策に取り組みます。青森県

自然・地域と再生可能エネルギーとの共生条例や町再生可能エネルギー基本計画に基づ

き、地域と再生可能エネルギーが持続可能な形で発展していくことを基盤とした脱炭素

社会を目指します。 

 

（１）現況と問題点 

当町では環境負荷の少ないエネルギーとして風力、太陽光の利用を促進してきまし

たが、一方で、無秩序な発電施設の建設により、地域住民が不安を抱く事案も発生し

ています。今後、地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入を進めていくにあた

っては、地域住民の十分な理解と納得を得たうえでの建設が不可欠です。 

 

（２）その対策 

無秩序な開発を抑制するため、青森県と連携し、住民の安心・安全を最優先とした

適正な導入を徹底します。そのうえで、次代を担う子どもたちへの環境教育を充実さ

せるとともに、学校や家庭、職場での省エネルギー意識の向上を図ります。ハード面

（施設建設）とソフト面（意識啓発）の両面から、地球温暖化対策としての二酸化炭

素排出削減を推進します。 

 

上記に記載した全ての施設の整備に係る目標については、公共施設等総合管理計画と

の整合を図り、長寿命化や集約化を行うものとします。 

 

（３）計 画 

現時点において、事業計画（令和８年度～12 年度）はありません。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

再生可能エネルギー関連施設については、施設等に関する（２）対策及び（３）計画

はありません。 
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１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

方針 

当町には全国的にも稀少な動植物が多数生息していることから、町民や関係団体との

協働により、保護保全に取り組みます。 

 

（１）現況と問題点 

 自然環境の保全及び再生 

   当町には、全国的に希少な動植物が多数生息しています。しかし、地球温暖化や経

済活動の進展等に伴って生息数が減少しているものもあるため、これらの保護保全に

向けた取組が必要となっています。 

 

（２）その対策 

 自然環境の保全及び再生 

当町の自然環境が育んできた稀少な動植物の保護に向け、町民や関係団体と協働し

た取組を進めます。 

   また、海や山といった地域資源は、当町の活性化に大きな役割を果たしていること

から、循環型資源として積極的な活用を図ります。 

 

（３）計 画 

現時点において、事業計画（令和８年度～12年度）はありません。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

  自然環境の保全及び再生については、施設等に関する（２）対策及び（３）計画はあ

りません。 
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（添付資料） 

【再掲】事業計画（令和８年度～12年度）過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施策区分 

事業名 
（施設名） 

事  業  内  容 
事業 

主体 
備 考 

１． 
移住・定
住・地域
間交流の
促進、人
材育成 

移住 
・定住 

定住促進事業（魅力発信） 
（事業内容） 
県外からの移住者に対し補助金（引越、自
動車運転、家賃）を交付するほか、関係人
口創出のための体験ツアーや情報発信を
実施する。 
（必 要 性） 
町の認知度向上、移住者受入体制の整備
（事業効果） 
移住者の増加、関係人口の創出 

町 町の認知度向上及び
多様な担い手の確保
に資する事業であり、
持続可能な社会形成
に寄与する。 

  定住促進事業（結婚支援） 
（事業内容） 
新婚者への助成や男女の出会いに関する
取組を実施する。 
（必 要 性） 
定住促進及び少子化対策 
（事業効果） 
人口増加 

町 出生数の増加に寄与
する事業であり、当町
の持続的発展に必要
な事業である。 

 地域間交
流 

友好都市・友好公園交流事業 
（事業内容） 
友好都市及び友好公園都市との交流事業
に要する経費 
（必 要 性） 
新しい文化や産業、流通経路等の形成 
（事業効果） 
交流人口の増加 

町 各種分野における幅
広い交流、連携により
相互を補完し合うこ
とは、持続的発展に資
するものである。 

  友好都市交流事業 
（事業内容） 
友好都市及び友好公園都市との交流事業
に要する職員及び議員の旅費 
（必 要 性） 
相互の発展につながる建設的な意見交換
の実施 
（事業効果） 
交流人口の増加や災害時の応援協定締結
等による町の持続的発展 

町 各種分野における幅
広い交流、連携により
相互を補完し合うこ
とは、持続的発展に資
するものである。 

 人材育成 空き店舗・空き家活用事業補助金 
（事業内容） 
当町への空き家・空き店舗バンク制度を利
用して制約があった場合補助金を交付す
る 
（必 要 性） 
転入者の定住の促進及び空き家・空き店舗
バンク制度の充実 
（事業効果） 
空き家や空き店舗対策及び当町の人口減
少の緩和 

町 空き家や空き店舗を
有効活用した転入促
進施策であり、持続可
能な社会形成に寄与
する。 

  協働のまちづくり推進事業 
（事業内容） 
町民等が自主的・自発的に行うまちづくり
活動に要する経費に対して補助金を交付
する 
（必 要 性） 
まちづくりを主体的に担う人材の負担軽
減 
（事業効果） 

町 まちづくりを担う人
材の発掘、育成は、持
続可能な地域社会の
実現には欠かせない
ものである。 
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まちづくりを担う人材の発掘、育成 

２． 
産業の振
興 

第１次産
業 

野辺地町農業振興事業 
（事業内容） 
優良な農産物と農業生産を行えるよう、野
辺地町農業振興対策協議会が行う農業振
興事業への補助金 
（必 要 性） 
農業者の安定的な収入の確保のほか、新規
就農者の経済的負担軽減 
（事業効果） 
優良な農産物の安定的な生産による農業
振興及び生産基盤の安定化 

協議
会 

地域特性に即した農
業振興を図る事業で
あり、当町の持続的発
展に必須である。 

 耕作放棄地解消事業 
（事業内容） 
遊休農地や荒廃農地の再生 
（必 要 性） 
就農移住者等、新規就農者へ提供する農地
の確保 
（事業効果） 
農業後継者の確保による農業の持続的発
展 

協議
会 

地域特性に即した農
業振興を図るととも
に、後継者育成にも寄
与する事業であり、当
町の持続的発展に必
須である。 

 農地規模拡大事業 
（事業内容） 
規模拡大を目指す農業者に対し、拡大した
農地の面積に応じた交付金を交付 
（必 要 性） 
荒廃農地の発生の抑制 
（事業効果） 
規模拡大を目指す農業者支援による、地域
計画に基づいた農地集約の加速化及び農
業経営の安定 

町 地域特性に即した農
業振興を図るととも
に、後継者育成にも寄
与する事業であり、当
町の持続的発展に必
須である。 

 新規就農者育成総合対策事業 
（事業内容） 
就農直後の農業経営を支援するため、認定
新規就農者に対して交付金を交付する 
（必 要 性） 
農業従事者の減少・高齢化が進む中、担い
手確保と自立した営農経営による所得安
定を実現する 
（事業効果） 
担い手の定着による地域農業の発展 

町 地域特性に即した農
業振興を図るととも
に、後継者育成にも寄
与する事業であり、当
町の持続的発展に必
須である。 

 野辺地町認定新規就農者経営支援事業 
（事業内容） 
新たに農業を営み農業振興に寄与する者
に対して助成金を交付する 
（必 要 性） 
他の交付金等を受給した後に町で継続的
に支援することにより、農業定着及び経営
の安定を図る 
（事業効果） 
担い手の定着による地域農業の発展 

町 地域特性に即した農
業振興を図る事業で
あり、当町の持続的発
展に必須である。 

 農業振興地域整備計画附図作成業務委託
事業 
（事業内容） 
農業振興地域整備計画の変更 
（必 要 性） 
おおむね 10 年後を見通して計画を立て計
画的に農地を運用することで、地域の農業
振興を図る 
（事業効果） 

町 地域特性に即した農
業振興を図る事業で
あり、当町の持続的発
展に必須である。 
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農業振興地域内の農用地区域の農地の適
正管理 

 地まきホタテ稚貝(成貝)放流事業費補助 
（事業内容） 
ホタテ貝母貝確保のため稚貝放流を実施 
（必 要 性） 
近年、高水温被害及び有害生物による食害
を受ける漁業経営の早期再建を図る 
（事業効果） 
稚貝・半成貝を放流することで母貝確保に
つなげる 

漁協 地域特性に即した水
産業振興を図る事業
であり、当町の持続的
発展に必須である。 

商工業・ 
６次産業
化 

産業創出応援事業費補助金 
（事業内容） 
新規常用労働者を雇用し創業又は既存事
業を拡大する町内事業者に対し人件費等
必要な経費の一部に補助金を交付する 
（必 要 性） 
起業及び事業拡大におけるスタート時の
フォロー（支援） 
（事業効果） 
雇用の場の確保（移住者含む）及び起業及
び事業承継への意欲向上 

町 起業者支援により雇
用の創出を図るもの
であり、当町の持続的
発展に資する事業で
ある。 

 商工会地域振興事業補助金 
（事業内容） 
地域産業の活性化に向けた取組を行う商
工会への補助 
（必 要 性） 
商工業者の経営基盤強化や地域資源の有
効活用による産業創出等、各事業者に即し
たきめ細やかな支援の実施 
（事業効果） 
地域の活性化及び産業振興 

商工会 商工業者の事業継続
や産業振興に寄与す
る事業であり、当町の
持続的発展に必須で
ある。 

 まちなか元気事業補助金 
（事業内容） 
空き店舗活用や商店会の魅力化を実施す
る、４商店会に対する補助 
（必 要 性） 
商店会の自発的な取組促進による地域の
活性化及び後継者の育成 
（事業効果） 
商店会の活性化、産業振興及び人材育成 

商店会 商店会の活性化、事業
者の経営基盤安定、後
継者の育成等産業振
興に寄与する事業で
あり、当町の持続的発
展に必須である。 

企業誘致 企業立地等優遇制度事業 
（事業内容） 
企業立地に関する補助・優遇制度の実施 
（必 要 性） 
企業立地に必要な費用補助、雇用の創出 
（事業効果） 
地域雇用の促進、経済活性化 

町 経済の活性化、雇用の
創出及び地域基盤の
強化に資する事業で
あり、当町の持続的発
展に必須である。 

観光 柴崎牧場環境整備事業 
（事業内容） 
旧柴崎観光牧場の環境整備の実施 
（必 要 性） 
畜産業の発展及び維持に必要な草地の確
保 
（事業効果） 
町内畜産業者の資材確保による事業の継
続へ寄与している 

町 地域資源を活用し交
流人口増加を図るも
のであり、当町の持続
可能な観光振興に必
要な事業である。 

 観光物産ＰＲセンター管理委託事業 
（事業内容） 
PR センター管理運営に関する業務 
（必 要 性） 

町 観光業の活性化及び
産業振興に資する事
業であり、当町の地蔵
的発展に必要な事業
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施設の保全、維持管理 
（事業効果） 
町職員の施設管理業務の負担軽減等 

である。 

  野辺地町観光協会事業補助金 
（事業内容） 
観光協会への補助 
（必 要 性） 
当町の観光振興の中核を担う組織の体制
強化 
（事業効果） 
観光交流人口の増加及び観光による稼ぐ
力の創出 

観光協

会 

観光業の活性化及び
産業振興に資する事
業であり、当町の地蔵
的発展に必要な事業
である。 

  祗園まつり参加事業費補助金 
（事業内容） 
祇園まつりに参加する各祭典部に対する
補助事業 
（必 要 性） 
山車制作や運行等による祭りの存続支援 
（事業効果） 
祭典部の負担軽減、誘客促進及び文化保存
継承等 

観光協

会 

町民や各種団体等と
の協働により伝統文
化の維持継承を図る
事業であり、当町の持
続的発展に必要であ
る。 

  のへじ花火大会実施事業費補助金 
（事業内容） 
商工会が行う花火事業に関する補助 
（必 要 性） 
産業振興及び地域活性化 
（事業効果） 
交流人口の拡大 

商工会 地域の活性化に資す
る事業であり、当町の
持続的発展に必要な
事業である。 

  「じ～の」ほか、町ＰＲ・活性化事業 
（事業内容） 
じ～の関連事業 
（必 要 性） 
町の看板キャラクターによるＰＲ活動 
（事業効果） 
町の認知度向上 

町 地域の活性化に資す
る事業であり、当町の
持続的発展に必要な
事業である。 

  日本遺産連携事業（ソフト） 
（事業内容） 
北前船日本遺産認定自治体連携による誘
客促進 
（必 要 性） 
関係自治体との連携した事業実施により
効果的な情報発信が可能となる 
（事業効果） 
交流人口の増加 

町 地域資源を活用し交
流人口増加を図るも
のであり、当町の持続
可能な観光振興に必
要な事業である。 

  観光振興計画策定・推進事業 
（事業内容） 
観光振興計画の策定及び計画に沿った事
業の実施 
（必 要 性） 
当町の観光振興の指針であり、今後の事業
設計の基礎となる 
（事業効果） 
観光入込客数の増加及び観光振興 

町 観光振興及び産業振
興に資する事業であ
り、当町の持続的発展
に必要な事業である。 

  野辺地町ＰＲパンフレット・チラシ製作 
（事業内容） 
観光資源や特産品等の情報発信のための
パンフレット及びチラシ製作 
（必 要 性） 
観光客に対し、当町の全体像を的確に伝え
ることができる 
（事業効果） 

町 観光振興及び産業振
興に資する事業であ
り、当町の持続的発展
に必要な事業である。 
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観光入込客数及び交流人口の増加 

  のへじイルミネーション事業（ソフト） 
（事業内容） 
イルミネーション事業に関する補助 
（必 要 性） 
祇園まつり時期に合わせた開催による賑
わいづくり 
（事業効果） 
集客力の向上と地域経済の活性化 

のへじ

イルミ

ネーシ

ョン実

行委員

会 

地域の活性化に資す
る事業であり、当町の
持続的発展に必要な
事業である。 

３． 
地域にお
ける情報
化 

デジタル
技術活用 

ＤＸ推進事業 
（事業内容） 
町におけるＤＸ化を推進するため、外部人
材を活用し、業務の効率化と住民サービス
の向上を図る 
（必 要 性） 
専門知識を持つ外部人材を活用等により、
より質の高い住民サービスの提供を行う
ことが可能となる 
（事業効果） 
行政業務の効率化とサービス品質の向上、
住民のデジタル活用能力の底上げ 

町 業務の効率化・省力化
を図ることによる人
口減少下における
様々な課題に対応し
ていくものであり、当
町の持続的発展に必
要な事業である。 

４． 
交通施設
の整備、
交通手段
の確保 

公共交通 バス路線維持費補助金 
（事業内容） 
バス事業者の路線維持のための補助金 
（必 要 性） 
路線の維持による交通弱者等の交通の確
保 
（事業効果） 
公共交通網の維持 

バ ス

事 業

者 

地域公共交通体系の
維持存続を図るもの
であり、持続可能な地
域社会の形成に必要
な事業である。 

 地域公共交通計画策定等事業 
（事業内容） 
地域公共交通網形成計画策定及びモビリ
ティ・マネジメントの実施 
（必 要 性） 
「地域にとって望ましい公共交通のすが
た」を明確化し、計画的な取組を推進する 
(事業効果） 
持続可能な公共交通の維持 

町 地域公共交通体系の
維持存続を図るもの
であり、持続可能な地
域社会の形成に必要
な事業である。 

 その他 町道路面性状調査事業 
（事業内容） 
路面状態の把握による修繕候補箇所の抽
出 
（必 要 性） 
道路舗装を計画的に実施でき、第三者被害
防止のための舗装修繕への迅速な対応が
可能となる 
（事業効果） 
安全安心な住民生活及び交通の確保 

町 安全な交通施設の維
持を図るものであり、
持続可能な地域社会
の形成に必要な事業
である。 

５． 
生活環境
の整備 

生活 浄化槽設置整備事業 
（事業内容） 
新築、改築、建て替えで合併処理浄化槽を
設置する方に対し補助金を交付する 
（必 要 性） 
住環境の保全 
（事業効果） 
新築住宅を検討している移住者の増加、人
口の増加 

町 生活保全及び生活の
質の向上を図るもの
であり、持続可能な地
域社会の形成に必要
な事業である。 

 環境 野辺地町ブロック塀耐震改修促進支援事
業 
（事業内容） 

町 安全な生活環境の確
保を図るものであり、
持続可能な地域社会
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通学路や避難路沿道の倒壊等の危険性が
あるブロック塀の除去等を実施する者に
対する補助 
（必 要 性） 
地震により倒壊したブロック塀による人
的被害や避難・救助活動の妨げの回避 
(事業効果） 
ブロック塀倒壊による災害等の回避 

の形成に必要な事業
である。 

  一般廃棄物最終処分場水質等管理事業 
（事業内容） 
一般廃棄物処分場の延命化を図るための
水質検査等の実施 
（必 要 性） 
長期適正運営の実現 
(事業効果) 
公共施設の適正管理による経費削減 

町 安全な生活環境の確
保を図るものであり、
持続可能な地域社会
の形成に必要な事業
である。 

  公共施設等環境整備事業 
（事業内容） 
公園、町営住宅及び福祉施設の環境整備の
実施 
（必 要 性） 
設備等の長寿命化 
(事業効果) 
公共施設の適正管理による経費削減 

町 安全な生活環境の確
保を図るものであり、
持続可能な地域社会
の形成に必要な事業
である。 

 危険施設
撤去 

寺ノ沢ごみ埋立地適正閉鎖事業（水質検
査・ガス検査） 
（事業内容） 
寺ノ沢ごみ埋立地適正閉鎖に向けた地質
調査等基礎調査の実施 
（必 要 性） 
基準命令違反の是正 
（事業効果） 
安全安心な生活環境の整備 

町 安全な生活環境の確
保を図るものであり、
持続可能な地域社会
の形成に必要な事業
である。 

６． 
子育て環
境 の 確
保、高齢
者等の保
健及び福
祉の向上
及び増進 

児童福祉 すこやか医療費給付事業 
（事業内容） 
ひとり親家庭の医療費（保険適用分）助成
（所得制限なし） 
（必 要 性） 
対象世帯の経済的負担軽減 
（事業効果） 
福祉の増進 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
域の持続的発展に必
要な事業である。 

 子ども医療費助成事業 
（事業内容） 
小学生から高校生の医療費（保険適用分）
助成（所得制限無） 
（必 要 性） 
対象世帯の経済的負担軽減 
（事業効果） 
若い世代の定住促進 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
域の持続的発展に必
要な事業である。 

  乳幼児医療費助成事業 
（事業内容） 
未就学児の医療費（保険適用分）助成（所
得制限無） 
（必 要 性） 
経済的負担軽減による福祉の増進 
（事業効果） 
若い世代の定住促進 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
域の持続的発展に必
要な事業である。 

  妊婦のための支援給付金事業 
（事業内容） 
妊娠時に胎児１人につき５万円、出生時に
新生児１人につき５万円を支給 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
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（必 要 性） 
子育て世帯に対する必要な支援の実施 
（事業効果） 
子育てしやすい社会の実現 

域の持続的発展に必
要な事業である。 

  延長保育事業 
（事業内容） 
保育時間延長による保育対応 
（必 要 性） 
共働き世帯の増加等多様な保育ニーズへ
の対応 
（事業効果） 
安心して子どもを生み育てられる社会の
実現 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
域の持続的発展に必
要な事業である。 

  放課後児童健全育成事業 
（事業内容） 
小学校低学年児童の放課後の居場所提供 
（必 要 性） 
共働き世帯増加への対応 
（事業効果） 
安心して子どもを生み育てられる社会の
実現 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
域の持続的発展に必
要な事業である。 

  障害児保育事業 
（事業内容） 
障がい児を受け入れている保育所等に保
育士等の加配を行い、実施する保育所等に
対し、対象児童１人当たり月額 70,000 円
を支弁する 
（必 要 性） 
障がい児の保育所受入を促進 
（事業効果） 
障がい児福祉の向上 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
域の持続的発展に必
要な事業である。 

  子育て応援事業 
（事業内容） 
町に住所を有し、小学校、中学校に１年生
として入学する生徒１人につき５万円を
支給する 
（必 要 性） 
子育て世帯の経済的負担の軽減。 
（事業効果） 
安心して子どもを生み育てられる社会の
実現 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
域の持続的発展に必
要な事業である。 

  多子世帯保育利用料軽減事業 
（事業内容） 
第３子以降の乳幼児の保育所等入所にか
かる利用料の軽減 
（必 要 性） 
子育て世帯の経済的負担軽減 
（事業効果） 
地域における子育て支援の充実、子育ての
不安感等を緩和し子どもの健やかな育ち
の支援 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
域の持続的発展に必
要な事業である。 

  地域子育て支援センター事業 
（事業内容） 
保育園を利用していない子どもがいる家
庭に対する、相談や交流等事業の実施 
（必 要 性） 
地域における子育て世帯を支える環境整
備 
（事業効果） 
安心して子どもを生み育てられる社会の
実現 

町 子育てしやすい環境
を整備することが将
来的な担い手確保に
つながることから、地
域の持続的発展に必
要な事業である。 
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 高齢者・ 
障がい者
福祉 

要援護者除雪対策事業 
（事業内容） 
 一人暮らし高齢者世帯や障がい者世帯の
除雪。社会福祉協議会への委託事業 
（必 要 性） 
冬場の生活環境の維持 
（事業効果） 
地域福祉の充実 

野辺地

町社会

福祉協

議会 

除雪により高齢者や
障がい者の冬期間の
外出が可能となり、社
会活動への参加等社
会貢献を図ることが
できることから、持続
的発展に必要な事業
である。 

  外出支援サービス事業 
（事業内容） 
移送車両による、65 歳以上の高齢者等の自
宅から医療機関までの間の送迎の実施 
（必 要 性） 
公共交通機関利用が困難な方の送迎体制
の確保 
（事業効果） 
福祉の増進 

野辺地

町社会

福祉協

議会 

送迎により高齢者の
通院が容易となり、健
康寿命の延伸される
ことはもちろん、高齢
者が社会活動をはじ
めとする生きがいづ
くりに積極的に参加
し、社会貢献を図るこ
とができることから
持続的発展に必要な
事業である。 

  お出かけ支援タクシー利用料金助成事業 
（事業内容） 
高齢者が医療機関受診、買い物、公衆浴場
に利用するタクシーの初乗り運賃の助成 
（必 要 性） 
交通弱者等の支援 
（事業効果） 
福祉の増進 

町 地域交通の維持及び
高齢者の移動手段の
確保は高齢化社会に
おいて必須であり、地
域の持続的発展に欠
かせない事業である。 

  重度心身障害者医療費助成事業 
（事業内容） 
心身に重度障がいを有する方で障害者手
帳を取得されている方に対する医療費の
助成（必 要 性） 
障がいのある方とその家族の経済的負担 
（事業効果） 
重度心身障がい者の健康保持と福祉増進 

町 多様な主体が活躍で
きる環境を整えるこ
とが人材確保につな
がることから、地域の
持続的発展に必要な
事業である。 

  自治会振興交付金高齢者人口割活用事業 
（事業内容） 
地域で高齢者の長寿を祝う事業 
（必 要 性） 
高齢者の社会参加や生きがいづくり活動
の促進 
（事業効果） 
元気な高齢者の増加による地域の活性化 

町 多様な主体が活躍で
きる環境を整えるこ
とが人材確保につな
がることから、地域の
持続的発展に必要な
事業である。 

  社会福祉協議会活動補助事業 
（事業内容） 
社会福祉協議会が実施する各種活動経費
に対する補助 
（必 要 性） 
当町の社会福祉の拠点であり、活動継続は
必須である 
（事業効果） 
地域福祉の増進 

野辺地

町社会

福祉協

議会 

多様な主体が活躍で
きる環境を整えるこ
とが人材確保につな
がることから、地域の
持続的発展に必要な
事業である。 

  民生児童委員協議会活動補助事業 
（事業内容） 
民生委員児童委員協議会の活動及び運営
に係る経費補助 
（必 要 性） 
住民の生活支援や相談対応 
（事業効果） 
社会福祉の増進 

町 多様な主体が活躍で
きる環境を整えるこ
とが人材確保につな
がることから、地域の
持続的発展に必要な
事業である。 
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 健康 
づくり 

メタボリック症候群予防事業 
（事業内容） 
メタボリック症候群予防のための運動事
業、食生活改善事業の実施 
（必 要 性） 
健康増進、健康寿命延伸 
（事業効果） 
健康寿命の延伸と医療費の抑制 

町 健康寿命の延伸は多
様な人材の確保につ
ながることから、地域
の持続的発展に欠か
せないものである。 

  こころの健康づくり事業 
（事業内容） 
傾聴サロン、こころの健康相談、講演会、
SOS の出し方教育、ネットワーク会議等を
実施 
（必 要 性） 
自殺対策 
（事業効果） 
自殺による死亡者数の減少 

町 健康寿命の延伸は多
様な人材の確保につ
ながることから、地域
の持続的発展に欠か
せないものである。 

 その他 妊婦健康診査、妊産婦アクセス支援事業 
（事業内容） 
妊婦健康診査及び妊婦健康診査のための
交通費の助成 
（必 要 性） 
妊産婦の経済的負担軽減 
（事業効果） 
出生数の維持 

町 子どもを安心して産
むことができる環境
を整えることは出生
数の維持につながる
ことから、地域の持続
的発展に必要な事業
である。 

７．医療
の確保促
進、人材
育成 

その他 医療機械等整備事業（公立野辺地病院） 
（事業内容） 
２町１村で運営する病院事業の負担金 
（必 要 性） 
地域医療の維持・確保 
（事業効果） 
交通弱者や高齢者等を含めた地域住民を
受け入れする地域医療施設の安定的な維
持と地域住民の持続的な定住 

北部上

北広域

事務組

合 

地域医療体制の確保
は、安全・安心な生活
の維持には欠かせな
いことから、当町の持
続的発展に必要な事
業である。 

  救急医療システム整備運営事業 
（事業内容） 
医療機関、自治体、消防機関が災害・救急
時に医療情報を共有するシステム整備事
業。県事業負担金 
（必 要 性） 
救急医療システムの継続的な運用 
（事業効果） 
災害時の迅速な対応 

県 地域医療体制の確保
は、安全・安心な生活
の維持には欠かせな
いことから、当町の持
続的発展に必要な事
業である。 

  医師確保対策事業負担金 
（事業内容） 
医師確保を目的とした県事業負担金。将
来、県内で医師として勤務を希望する者に
修学資金を貸与 
（必 要 性） 
医師不足の解消 
（事業効果） 
町内医療機関における医師確保 

県 地域医療体制の確保
は、安全・安心な生活
の維持には欠かせな
いことから、当町の持
続的発展に必要な事
業である。 

８．教育
の振興 

義務教育 児童等学習支援事業 
（事業内容） 
様々な事情により、支援を必要とする児
童・生徒に対する学習活動上のサポートを
行う人材の配置 
（必 要 性） 
必要に応じたサポートにより心の安定と
問題行動の未然防止を図り安定した学校
運営につなげていく 

町 個に応じた適切な指
導・支援により、多様
な人材育成が図られ
ることから、当町の持
続的発展に必要な事
業である。 
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（事業効果） 
円滑な授業の運営と問題行動を抑制する
ことができる 

  小・中理科等教育設備整備事業 
（事業内容） 
理科の学力向上のため理科の学習時に支
援員を配置するほか、理科教育の設備の充
実を図る 
（必 要 性） 
授業における観察実験の活動充実と理科
学力のばらつき解消のため 
（事業効果） 
理科支援員の配置により実験の頻度の増
加や観察実験を通じて児童生徒の思考力
の向上を図ることができる 

町 個に応じた適切な指
導・支援により、多様
な人材育成が図られ
ることから、当町の持
続的発展に必要な事
業である。 

  学校行事等支援事業 
（事業内容） 
学校行事で使用するバスの借上げや各種
大会に出場する経費を支援 
（必 要 性） 
保護者の負担を軽減しながら児童生徒が
各種行事や大会等に参加出場することで
様々な経験と個々の能力の育成向上を図
る 
（事業効果） 
保護者の負担軽減を図ることで、様々な活
動に参加する意欲の向上や参加した経験
を基に活力あるまちづくりを担う人財の
確保につながる 

町 様々な経験を通じ人
材育成が図られるこ
とから、当町の持続的
発展に必要な事業で
ある。 

  英語で元気なまちづくり事業 
（事業内容） 
児童生徒の英会話コミュニケーション能
力の向上のため外国人指導助手を配置す
る 
（必 要 性） 
国際化への対応として英語力や英会話で
のコミュニケーションを身に付けること
で児童生徒の資質の向上や異文化への理
解を深める 
（事業効果） 
英語力の向上や国際社会に貢献できる人
財の育成につながる 

町 英語教育を通じ国際
化に対応した人材を
育成することが当町
の持続的発展につな
がることから、当町に
とって必要な事業で
ある。 

  社会科副読本編集事業 
（事業内容） 
小学校３・４年生の児童が社会科の学習の
中で郷土の理解を深めるための副読本を
発行する 
（必 要 性） 
児童が郷土への理解を深めるとともに郷
土愛を育むことにより将来的な定住につ
なげる 
（事業効果） 
自分たちが生まれ育った地域の歴史を学
ぶことができるほか、郷土愛が育まれるこ
とで定住につながる 

町 郷土を活用した学び
を通じて郷土愛を醸
成することにより、将
来的な定住意欲の向
上を図るためのもの
であることから、当町
の持続的発展に必要
な事業である。 

  スクールバス運転業務委託 
（事業内容） 
スクールバス運行に係る運転の業務委託 
（必 要 性） 
一部の地域における通学手段の確保と校
外学習など学習機会の確保 
（事業効果） 

貸切バ

ス事業

者 

登下校に要する時間
が短縮されることで、
学習や部活動等の時
間が確保され、将来を
担う子どもたちの人
材育成を図ることが
できる。また、経済的
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遠方からの通学となることから保護者負
担の軽減や校外学習など多様な学習機会
の提供を図ることができる 

負担が軽減されるこ
とで少子化の改善が
期待されることから、
持続的発展に必要な
事業である。 

  教育相談室設置事業 
（事業内容） 
不登校傾向にある児童生徒の「子供たちの
心の居場所づくり」を図り、自立に向けた
支援を行う 
（必 要 性） 
不登校傾向の児童生徒が増加傾向にある
ほか、複雑化する児童生徒に係る問題への
対応が求められるため 
（事業効果） 
対象となる児童生徒の不安解消や学習指
導を行うことで、学校復帰への一助を担う 

町 複雑な問題を抱えた
子どもたちの相談支
援により心の健康を
取り戻すとともに、学
習支援を通じて学力
向上を図ることで、地
域の将来を担う人材
が育成されることか
ら持続的発展に必要
な事業である。 

  校内教育支援センター設置事業 
（事業内容） 
町立学校内への教育支援センターの設置 
（必 要 性） 
不登校や集団生活に不適応傾向のある児
童生徒を支援するもの 
（事業効果） 
児童生徒が登校しやすい環境を提供し、不
登校の解消につなげる 

町 複雑な問題を抱えた
子どもたちの相談支
援により心の健康を
取り戻すとともに、学
習支援を通じて学力
向上を図ることで、地
域の将来を担う人材
が育成されることか
ら持続的発展に必要
な事業である。 

 生涯学習・ 
スポーツ 

社会体育施設備品更新事業 
（事業内容） 
各社会体育施設にある備品更新 
（必 要 性） 
競技規則等の改正により既存の備品では
対応できていない状況の改善を図るもの 
（事業効果） 
競技規則に合致した備品を整備し、より多
くの大会等が開催されることによる交流
人口の拡大 

町 児童生徒の能力向上
や継続的な人材育成
に資するものであり、
当町の持続的発展に
必要な事業である。 

  野辺地町人財育成助成金交付事業 
（事業内容） 
町内の小・中・高校を対象に東北大会以上
の大会に出場するための強化遠征や合宿
等に係る経費の一部を支援 
（必 要 性） 
各スポーツ競技の育成と保護者の負担軽
減を図りながら出場する大会での好成績
をおさめることを目指す 
（事業効果） 
スポーツを通じて心身ともに児童生徒の
健全な育成と各種目の維持強化に繋がる 

町 児童生徒の能力向上
や継続的な人材育成
に資するものであり、
当町の持続的発展に
必要な事業である。 

  社会教育・社会体育関係の講演会開催に係
る講師派遣事業 
（事業内容） 
トップアスリートや栄養学等の分野で活
躍する専門家を招聘しスポーツの魅力や
奥深さを知る機会を設ける 
（必 要 性） 
トップアスリートの生の声や専門的な知
識を学ぶことでスポーツや運動、健康に対
しての知識を得ることで健康で明るい活
力ある生活を送ることを目指す 
（事業効果） 
全国や世界で活躍するアスリートの輩出

町 児童生徒の能力向上
や継続的な人材育成
に資するものであり、
当町の持続的発展に
必要な事業である。 
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や健康で明るい生活の基盤を整え活力あ
るまちづくりが期待される 

 その他 教育振興基本計画策定事業 
（事業内容） 
教育基本法に基づき町の教育振興に係る
基本計画を策定する 
（必 要 性） 
教育振興のための施策に関する基本的な
計画を定めるため 
（事業効果） 
町の教育振興の指針となり、事務事業の点
検及び評価を行うことで、改善することが
できる 

町 次代を担う人材育成
の方向性を定めるも
のであり、当町の持続
的発展に資する事業
である。 

  野辺地町教育振興会助成事業 
（事業内容） 
学校行事、文化・スポーツ活動費の助成 
（必 要 性） 
学校と地域社会が相互に連携協力し、教
育・文化の向上を図り、児童・生徒の教育
水準の向上と地域住民の教育振興に関す
る研修会、発表会、文化事業、スポーツ事
業等の開催を行う 
（事業効果） 
町内の児童生徒が一堂に会して交流を深
める 

町 次代を担う人材育成
の方向性を定めるも
のであり、当町の持続
的発展に資する事業
である。 

  学校部活動地域展開支援事業 
（事業内容） 
学校部活動の地域展開に当たり、生徒を受
け入れる地域クラブの活動を支援する 
（必 要 性） 
教職員の負担軽減を図り、働き方改革を進
めるため 
（事業効果） 
学校部活動の受け皿となる地域クラブを
支援することにより、地域の教育力向上に
つながる 

町 児童生徒にとって効
果的で、かつ持続可能
な活動を維持するに
あたっては、当該指導
員の配置は必須であ
る。 

  野辺地町子ども見守り隊支援事業 
（事業内容） 
地域住民による児童生徒の登下校時の安
全確保を図る 
（必 要 性） 
町においても不審者情報が度々あること
から登下校時における児童生徒の安全確
保や交通事故防止のため 
（事業効果） 
地域と一体となった児童生徒の安全確保
並びに交通事故防止対策を図ることがで
きる 

町 次代を担う児童生徒
の安全・安心な登下校
体制の確保は、地域の
持続的な発展には必
須である。 

  読書活動推進事業 
（事業内容） 
ブックスタート事業及び読書ノートの配
布、読書調査の実施と計画素案作成 
（必 要 性） 
本に親しむきっかけづくりとし家庭にお
ける読書環境の推進を図る。今後の読書活
動の推進に役立てるため子どもの読書活
動の実態調査の実施 
（事業効果） 
読書活動の推進及び情操教育、郷土への愛
着を醸成する。 

町 情操教育の充実によ
る人財育成に資する
事業であり、地域の持
続的発展に欠かせな
いものである。 
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９．集落
の整備 

集落整備 自治会振興交付金 
（事業内容） 
自治会活動の活性化を目的に各自治会に
対して交付金を交付する 
（必 要 性） 
自治会活動の活性化及び組織の育成 
（事業効果） 
自治会の持続的発展 

自 治

会 

多様化する地域課題
に対応する組織の育
成は、地域の持続的発
展に欠かせないもの
である 

  集落支援員設置 
（事業内容） 
集落支援員を設置し、地域の課題解決に向
けたサポートを行う 
（必 要 性） 
集落の課題や地域の声を、迅速に行政に届
ける役割を果たす 
（事業効果） 
地域の活性化及び地域の実情に応じた支
援の充実が図られる 

町 多様化する地域課題
に対応する人材の育
成は、地域の持続的発
展に欠かせないもの
である 

10． 
地域文化
の振興等 

地域文化
振興 

文化財保存活用地域計画策定 
（事業内容） 
野辺地町文化財保存活用地域計画の策定 
（必 要 性） 
文化財保護法の改正に伴い、市町村におい
ても地域の文化財保存活用地域計画を策
定し、計画的に文化財の保存・活用を行う
ことが求められている 
（事業効果） 
文化財の保存・活用の基本的な方向性を明
確化し、関係者の役割を明確にする共通の
基盤となる 

町 地域資源を活用し交
流人口増加を図るも
のであり、当町の持続
可能な発展に必要な
事業である。 

  文化財調査・保存・活用事業 
（事業内容） 
町の文化財保存のため、町内文化財の調査
をし、保存・整備を行い、調査結果を報告
し、文化財の認知度向上と保護意識醸成を
図る 
（必 要 性） 
地域の歴史や文化の保存・継承を図るため
様々な取組が必要 
（事業効果） 
ふるさとを愛する人財の育成、文化財を活
用した地域振興が見込まれる 

町 地域資源を活用し交
流人口増加を図るも
のであり、当町の持続
可能な発展に必要な
事業である。 

  常設展示解説等更新事業 
（事業内容） 
既存展示解説や展示のリニューアルを行
う 
（必 要 性） 
資料や歴史の研究が進み解説文が古くな
っているため、来館者へ歴史を誤認される
ことのないよう、現在の通説に即した解説
文への更新が必要 
（事業効果） 
来館者の満足度向上が見込まれる 

町 地域資源を活用し交
流人口増加を図るも
のであり、当町の持続
可能な発展に必要な
事業である。 
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